
 

 

 

 

 

 

商標手続総論 
 

 

 

大阪工業大学 知的財産学部 

教授 大塚 理彦 

 

  講 義：平成 30年 6 月 1 日～平成 30年 6 月 8 日 

  第一版：平成 28年 5 月 27日 

  第二版：平成 29年 6 月 2 日 

  第三版：平成 30年 6 月 8 日 

 



商標手続総論(大塚) 

 i

 

はしがき 
 

 眞島宏明『商標の実務』(レクシスネクシス・ジャパン、2009年)を基に、知的財産

学部三年次における「ブランド知的財産探求」第 6 週、第 7 週(第 16回～第 21回)「商

標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」の講義を念頭において作成した。 

 

平成 28年 5 月 27日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第二版はしがき 
 

 科目名が「ブランド&デザイン知的財産探求」に変更され、本講義はその第 7 週、

第 8 週(第 19 回～第 24 回)「商標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」に割り当てられる

こととなった。第二版では、商標審査基準の改訂に対応するとともに、新しいタイプ

の商標を中心に適宜説明を追加している。 

 

平成 29年 6 月 2 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 

 

第三版はしがき 
 

 本年度より 100分×3コマ×14週の授業となったが、本講義は引き続きその第 7週、

第 8 週(第 19回～第 24回)「商標手続総論(1)」「商標手続総論(2)」に割り当てられる。

第三版では、法、裁判例、商標審査基準等について、最新のものに対応した。登録商

標の具体例等を学生の興味関心に基づいて入れ替えた。 

 

平成 30年 6 月 8 日 

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 

教授 大塚 理彦 
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1. 商標調査 
 

1-1. 登録要件 

 

 

図 1 登録要件 

 

1-1-1. 商標の種類 

 

 

(1)法上の商標の種類 

 従来の商標  ：文字、図形、記号、立体的形状、結合 

 新しいタイプの商標 ：色彩、音、位置、動き、ホログラム 

 

 

 

 

 

商標法２条（定義等）  
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるものの
うち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音
その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるも
のをいう。 

法上の商標か 

自他商品役務 

識別力あり 

先登録同一 

類似商標なし 

商標登録 

商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

その他不登録 

事由なし 

Yes 

No 
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表 1 法上の商標の種類 

従来の商標 

文字 商標登録第 5025182号 

(パナソニック株式会社) 

図形 商標登録第 3085606号 

(ヤマトホールディングス株式会社) 

記号   商標登録第 1419883号 

  (ルイ ヴイトン マルチエ) 

立体的形状 商標登録第 5674666号 

(本田技研工業株式会社) 

結合  商標登録第 1517133号 

 (ナイキ イノヴェイト シーヴィー) 

新しいタイプの商標 

色彩 商標登録第 5933289号 

(株式会社セブン－イレブン・ジャパン) 

商願 2015-29940 

(株式会社タカラトミー) 

音 商標登録第 5804299号 

(久光製薬株式会社) 

 

商標登録第 5985746号 

(大幸薬品株式会社) 

位置 商標登録第 5960200号 

(キユーピー株式会社) 

動き 

   
商標登録第 5825499 号(株式会社円谷プロダクション) 

     
商願 2016-36357(株式会社かに道楽) 

ホログラム 

   
商標登録第 5804315号(三井住友カード株式会社) 
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(2)実務上の商標の種類 

 ハウスマーク 

 ファミリーネーム 

 ペットネーム 

 

表 2 実務上の商標の種類(1) 

商号 トヨタ自動車株式会社 

商標 

ハウスマーク 
 

ファミリーネーム 
 

ペットネーム 

   
 

表 3 実務上の商標の種類(2) 

商号 江崎グリコ株式会社 

商標 

ハウスマーク 
 

ファミリーネーム 
 

ペットネーム 

 ポッキーチョコレート 

 ポッキー<大人のミルク> 

 つぶつぶいちごポッキー〈ハートフル〉 

 

 他に、サービスブランド(「宅急便」)やテクノロジーブランド(「HEATTECH」)。 
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図 2 ブランドの誕生(1)(菊正宗酒造株式会社のホームページより) 

 

 この時点では、新たな名称の日本酒を発売するということに過ぎない。ブランドは

育てなければ真の意味でのブランドにはならない。 

 なお、近年アートディレクターが新ブランドの立上げに関与することも多い。佐藤

卓氏は、カルピス、明治おいしい牛乳、コイケヤカラムーチョ、ロッテクールミント

ガム等のパッケージデザインの他、多くの企業のブランディングに関与する著名なア

ートディレクターである。 
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図 3 ブランドの誕生(2)(江崎グリコ株式会社のホームページより) 
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図 4 ブランドの構築(トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社のホームページより) 
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図 5 ブランドの再生(株式会社湖池屋のホームページより) 
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1-1-2. 自他商品役務識別力 

 

(1)識別力のない商標 

 

 

表 4 識別力のない商標 

条 項 号 規定内容 具体例 

3 条 1項 

1 号 普通名称 

商品「時計」に「Watch」× 

商品「コンピュータ」に「Apple」○ 

商品「時計」に ○ 

2 号 慣用商標 商品「弁当」に「幕の内」× 

3 号 記述的表示 
商品「肉製品」に「炭焼き」× 

商品「カレー」に「迫力満点」○ 

4 号 ありふれた氏又は名称 「佐藤商店」× 

5 号 
極めて簡単で、かつ、

ありふれた標章 

「AB」× 

「□」× 

6 号 

(総括規定)需要者1が何

人かの業務に係る商品

又は役務であることを

認識することができな

い商標。 

地模様、標語(キャッチフレーズ等)△ 

 

 識別力に不安がある場合は、ハウスマークやファミリーネームと結合させて出願す

る。例えば「ビオレ／汗速乾」「ビオレ／ミクロン泡」「ビオレ／凸凹ポケットシート」

「ビオレ／リッチケア」。「ビオレ」に識別力があるので登録を受けることができる。 

 

 地模様については、登録されているものも多い。色彩のみからなる商標も登録され

うるのであるから、地模様についても今後登録される可能性がより高くなるものと思

われる。 

 

 

                                                      
1 需要者とは、取引者と消費者をいう。 

商標法３条（商標登録の要件）  
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に
掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 
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図 6 国際登録第 840449号(GUCCIOGUCCIS.P.A.)、商標登録第 5241411号(株式会社伊勢

丹) 

 

 キャッチフレーズについては、平成 28年の商標審査基準改訂により登録されやすく

なったものと思われる。 

 

 

 キャッチフレーズの拒絶例 

  「新しいタイプの居酒屋」2「習う楽しさ教える喜び」3 

 キャッチフレーズの登録例 

  「Innovation for Tomorrow」(商標登録第 5227489号、ダイハツ株式会社) 

  「自然と健康を科学する」(商標登録第 5332245号、株式会社ツムラ) 

 

 なお、商標法 3 条 1 項 1 号～3 号(普通名称、慣用商標、記述的表示)については、商

標法 4 条 1 項 16号(品質誤認)にも注意する必要がある。 

 商品「時計、ブレスレット」に「Watch」 

 → 商品「時計」について商標法 3 条 1 項 1 号(普通名称) 

 → 商品「ブレスレット」について商標法 4 条 1 項 16号(品質誤認) 

 商品「スープ」に「トマト」 

 → 「トマトスープ」について商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示) 

 → 「トマトスープ以外のスープ」について商標法 4 条 1 項 16号(品質誤認) 

 

 

 

 

                                                      
2 知財高判平成 19年 11月 22日平成 19年(行ケ)第 10127号〔新しいタイプの居酒屋事件〕。 
3 東京高判平成 13年 6 月 28日平成 13年(行ケ)第 45号〔習う楽しさ教える喜び事件〕。 

商標審査基準 第 1-八-2 
２．指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役
務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章
のみからなる商標について 
(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方
針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合に
は、本号に該当すると判断する。 
出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等
としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しな
いと判断する。 
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(2)使用による識別力獲得 

 

 

 商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示) → 商標法 3 条 2 項 

 

 

図 7 商標登録第 2685160号(日清食品株式会社) 

 

 

図 8 商標登録第 5674666号(本田技研工業株式会社) 

 

 商標法 3 条 1 項 4 号(ありふれた氏又は名称) → 商標法 3 条 2 項 

 

 

図 9 商標登録第 2635408号(スズキ株式会社) 

 

 商標法 3 条 1 項 5 号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章) → 商標法 3 条 2 項 

 

 

図 10 商標登録第 5176949号(三菱化学株式会社、第 1 類 肥料) 

 

商標法３条（商標登録の要件）  
２   前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされ
た結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するこ
とができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受ける
ことができる。 
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 関係先等から周知証明書を収集するとともに、それらに基づいて商工会議所・組合・

協会等に公的な周知証明書の発行を依頼することも行われる。 

 なお、指定商品役務と非類似の商品役務について著名性を獲得した商標は、当該指

商標審査基準 第 2 
 
１．商標の「使用」について 
(1) 商標について 
出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用して
いるとは認めない。 
ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であって
も、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考
慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商
標を使用しているものと認める。 
（略） 
 (2) 商品又は役務について 
出願商標の指定商品又は指定役務と使用商標の使用する商品又は役務とが
異なる場合には、指定商品又は指定役務について出願商標を使用している
とは認めない。 
ただし、指定商品又は指定役務と使用する商品又は役務とが厳密には一致
しない場合であっても、取引の実情を考慮して、指定商品又は指定役務と
使用する商品又は役務の同一性が損なわれないと認められるときは、指定
商品又は指定役務について出願商標を使用しているものと認める。 
 
２．「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること
ができるもの」について 
(1) 需要者の認識について 
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが
できるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者
の間で全国的に認識されているものをいう。 
(2) 考慮事由について 
本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断す
る。 
なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把
握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。 
① 出願商標の構成及び態様 
② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地
域 
③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模 
④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員
以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無
及び使用状況 
⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情 
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果 
(3) 証拠方法について 
本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。 
① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等 
② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領
書）、請求書、領収書又は商業帳簿等） 
③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビＣＭ等）
及びその実績が分かる証拠物 
④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑
誌又はインターネットの記事等） 
⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書
（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性に
ついて十分に考慮する。） 
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定商品役務についても識別力を有するとされる。 

 

 

 

図 11 Kawasaki事件(本願商標) 

 

1-1-3. 商標の類否 

 

 

表 5 商標法 4 条 1 項 11号該当性 

 商標 

同一 類似 非類似 

商品又は

役務 

同一 × × ○ 

類似 × × ○ 

非類似 ○ ○ ○ 

 

 

知財高判平成 24年 9 月 13日判時 2163号 211頁〔Kawasaki事件〕 
 
原告が，本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動
で使用した結果，審決時までに，本願商標は著名性を得て，バイク関係は
もとより，それ以外の幅広い分野で使用された場合にも自他商品識別力を
有するようになったといえる。そして，原告の子会社を通じて，本願商標
を使用したアパレル関係の商品が長年販売されていることから，本願商標
をアパレル関係の商品で使用された場合にも自他商品識別力を有すると認
めるのが相当である。 

商標法４条（商標登録を受けることができない商標）  
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受ける
ことができない。  
十一   当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又
はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指
定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）
の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似
する商品若しくは役務について使用をするもの 

最判昭和 43年 2 月 27日民集 22巻 2 号 399頁〔氷山印事件〕 
 
商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場
合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決
すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、
観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体
的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、
その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。 
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(1)称呼 

 

(a)音質 

 

1 音相違・相違音の母音又は子音共通 

 マグマックス  ≒ マグナックス 不服 2000-13529 

 トップセル  ≒ トップセラ  不服 2000-16866 

 SPF／エスピーエフ ≠ SPS／エスピーエス 不服 2000-7627  欧文字 

 

1 音相違・相違音が濁音、半濁音、清音の違い 

 カルバック  ≒ カルパック  不服 H10-6220 

 クリコ  ≒ グリコ  無効 2011-890023 

 

(b)音量 

 

相違が長音・促音の有無 

 イリス  ≒ イリース  不服 2000-18035 

 ルックス  ≒ ルクス  不服 2002-23472 

 

(c)音調 

 

1 音相違・相違音が弱音4 

 スマートラン  ≒ スマートラム 不服 2002-9474 

 ペトラス  ≒ ペトラ  不服 2001-16757 

 ブリック  ≠ フリック  不服 2000-15680  語頭 

 

(d)音節 

 

全体の称呼長 

 デフォ  ≠ デポ  不服 2001-13347  短5 

 

                                                      
4 「イ」「ウ」「ム」「ン」「フ」「ス」等。 
5 全体の称呼長が短いと相違する音の影響が相対的に大きくなる。 

最判昭和 43年 2 月 27日民集 22巻 2 号 399頁〔氷山印事件〕 
 
商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出
所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点
のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違す
ることその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきた
すおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではな
い。 

≒ ： 類似 

≠ ： 非類似 
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(e)転訛 

 

2 音入替 

 リドスタン  ≒ ドリスタン  異議 2001-90726 

 

(f)要部 

 「要部」とは、取引者又は需要者の注意を引く部分であるが、例えば、商標におけ

る普通名称以外の部分、形容詞以外の部分、指定商品又は指定役務の品質を示す部分

以外の部分等があげられる。 

 

 

本願商標  引用商標  

 

 一つの商標から複数の称呼(「リラタカラヅカ」「リラ」「タカラヅカ」)が生じるこ

とがある。「リラ」6という単語は日本人にとってなじみが薄いので「タカラヅカ」が

要部となる。結論として類似するとされた。 

 

 では、商標「シルク バニラ」(指定商品バニラアイスクリーム)と商標「SILK／シ

ルク」は類似するであろうか。商標「シルク バニラ」中「バニラ」は指定商品の品

質を示しているから要部ということはできない。そうすると、商標「シルク バニラ」

からは「シルク バニラ」という称呼に加えて要部である「シルク」という「称呼」

も発生する。したがって、商標「シルク バニラ」と商標「SILK／シルク」の称呼は

類似する(不服 H09-19974)。 

 

                                                      
6 リラ(Lyra)とは古代ギリシアの抱琴(ハープ)を意味する。 

最判昭和 38年 12月 5 日民集 17巻 12号 1621頁〔リラ宝塚事件〕 
 
商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されている
ものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけ
を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許
されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつと
ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取
引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められ
ない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念
されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の
商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教える
ところである（昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一
六八九頁参照）。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、
観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他
人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するの
が相当である。 
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 その他、識別力の弱い語として「The」「Le」「Mr.」「Dr.」等の接頭語や「君」「式」

「印」「号」等の接尾語があげられる。また、「株式会社」「商会」「Co.」「KK」「Ltd.」

「組合」「協同組合」等の語からは称呼が発生しない。 

  商標「THE BRIDGE」 

   → 称呼「ザ・ブリッジ」「ブリッジ」(不服 2001-9254) 

  商標「涼くん」 

   → 称呼「リョウクン」「リョウ」(不服 2002-22844) 

  商標「株式会社ベネックス」 

   → 称呼「ベネックス」 

 

 さらに、「－」「・」「 」等の位置や文字種・書体等の変化点において商標が分離さ

れる場合がある。また、長すぎる商標は文節ごとに分離される場合がある。そのよう

な場合には、分離された部分ごとに称呼が発生するときがある7。 

 

 なお、称呼は、文字商標のみならず、新しいタイプの商標を含むすべての商標にお

いて発生する可能性がある点に留意する。 

 

(2)観念 

 

 観念とは、商標から生じる意味をいう。鳩が平和の象徴であっても、商標「鳩」と

商標「PEACE」を類似とすることは、類似の範囲を過度に拡張することとなる。 

 

(a)日本語と英語 

 

 鳩   ≒ dove 

 鳩   ≠ PEACE 

 

 ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ 

 ライジングサン    ≒  異議平 11-91702 

 

(b)同一人物の別名 

 

 名奉行金さん  ≒ 遠山の金さん 平成 22年(行ケ)第 10152号8 

 

 

                                                      
7 商標の一部を抽出して他人の商標と比較することは原則として許されないが、その部分が取引者、需

要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合とそれ

以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合には許される。最判平成

20年 9 月 8 日判時 2021号 92頁〔つつみのおひなっこや事件〕。 
8 知財高判平成 23年 2 月 28日平成 22年(行ケ)第 10152号〔名奉行金さん事件〕。いずれも同一人物を示

す。 
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(c)その他 

 

 おぼうさんどっとこむ≠ おしょうさん どっと こむ  不服 2010-219459 

 

(3)外観 

 

 主として図形商標・記号商標・立体商標において問題となるが明確な判断基準は存

在しない。 

 

   ≒  平成 23年(行ケ)第 10326号10 

  ≠ 平成 4 年(ワ)第 9311号11 

  ≒  平成 24年(行ケ)第 10454号12 

   ≠  平成 21年(行ケ)第 10404号13 

 

1-1-4. 商品又は役務の類否 

 

 商品の区分：第 1 類～第 34類 

 役務の区分：第 35類～第 45類 

 

 

                                                      
9 「『おぼうさん（お坊さん）』の語は、主に『僧侶を親しんでいう語』として使用されるものに対して、

『おしょうさん（和尚さん）』の語は、僧侶の中でも、特に『師僧、高僧』を意味するものとして使用さ

れることからすれば、観念については相違するものというべきである。」 
10 知財高判平成 24年 11月 15日判時 2186号 83頁〔アディダス事件〕。 
11 東京地判平成 6 年 3 月 28日判時 1498号 121頁〔アサックス事件〕。 
12 知財高判平成 25年 6 月 27日平成 24年(行ケ)第 10454号〔KUMA 事件〕。 
13 知財高判平成 22年 7 月 12日判タ 1387号 311頁〔SHI-SA事件〕。 

商標法６条（一商標一出願）  
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定し
て、商標ごとにしなければならない。  
２   前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなけれ
ばならない。  
３   前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定める
ものではない。 
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図 12 役務の非類似の例(商標登録第 3140793号(株式会社イーオン、語学の教授)、商標

登録第 5118609号(イオン株式会社、総合小売等役務)) 

 

(1)類似群 

 

 同じ区分に属する商品又は役務が必ずしも類似するとは限らない。一方、異なる区

分に属する商品又は役務であっても類似する場合がある。類似する商品又は役務は「類

似商品・役務審査基準」14によって定められ、同一の類似群コードが付与されている。

実務上は商品又は役務の区分よりも類似群の方が重要であるといえる。 

 「類似商品・役務審査基準」は「商標審査基準」と同様に特許庁の内部基準であっ

て法的拘束力はない。「特許情報プラットフォーム」15においては「商標」タブの「6. 

商品・役務名検索」から商品又は役務の類似群コードを知ることができる。また「2. 

商標出願・登録情報」から類似群コードを検索項目とした検索をすることができる。 

 

 
図 13 類似商品・役務審査基準(抜粋)(1) 

 

 右上に記載の「29A01」が類似群コードである。ここに記載の商品は互いに類似す

                                                      
14 特許庁「類似商品・役務審査基準」。 
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2018.htm 
15 独立行政法人工業所有権情報・研修館「特許情報プラットフォーム」。 
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 
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る。また、他の区分にも類似する商品又は役務が存在する場合には、四角カッコの下

に「審査基準［○類］」等と表示される。また、「類似商品・役務審査基準」に付属の

「他類間類似商品・役務一覧表」からも確認することができる。 

 

 商品と役務が相互に類似することがある。商品とその商品を対象とする小売等役務

はクロスサーチの対象になる。ただし、類似群コード「35K01」によって示される総

合小売等役務16はいずれの商品とも類似しないとされる。 

 

 

 

(2)備考類似 

 

 異なる類似群コードが付された商品又は役務であっても、例外的に類似するとされ

るものがある。これらは「類似商品・役務審査基準」の備考欄に記載されるため備考

類似とよばれる。「類似商品・役務審査基準」に付属の「備考類似商品・役務一覧表」

からも確認することができる。 

 

 

                                                      
16 「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供」である。衣料品・飲食料品及び生活用品のそれぞれが売上の 10%～70%
の範囲になければならない。 

商標法２条（定義等）  
６  この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれるこ
とがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることが
あるものとする。 

商標審査基準 第 3-十-13 
 
13．商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的
に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。ただし、類似商品・
役務審査基準に掲載される商品と役務については、原則として、同基準に
よるものとする。 
(ｲ) 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているの
が一般的であるかどうか 
(ﾛ) 商品と役務の用途が一致するかどうか 
(ﾊ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか 
(ﾆ) 需要者の範囲が一致するかどうか 
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図 14 類似商品・役務審査基準(抜粋)(2) 
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1-2. 商標調査 

 

 商標法施行令別表 ：商品又は役務の区分 

 商標法施行規則別表：各区分に属する商品又は役務の具体例 

 

 これらの別表は「法令データ提供システム」17から参照することができる。 

 

 商標調査は「特許情報プラットフォーム」や商用データベースを用いて行うわけで

あるが、完璧な調査というものは困難又は不可能である。少なくとも先願未公開商標

又は出願公開されたけれどもいまだデータベースに搭載されていない先願商標は発見

することができない。そこで、商標登録出願後に自ら出願した商標がデータベースに

搭載される時期18を見計らって再度商標調査を行うことが望ましい。その時期には、

先願商標はすべてデータベースに搭載されているはずだからである。 

 また、商標調査によって商標登録出願をしようとする商標と同一又は類似の商標19

が発見される可能性があるのであるから、当初から複数の商標案を用意し、商標調査

の結果に基づいて最も登録可能性の高い商標を商標登録出願すべきである。 

 

1-2-1. 商品・役務名検索 

 

 「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「6. 商品・役務名検索」

から商品・役務名を入力とした検索をすることができる。これによって、入力した商

品・役務名を含む商品又は役務の区分と類似群コードを知ることができる。 

 

1-2-2. 称呼検索 

 

 「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「3. 称呼検索」から称

呼を入力とした検索をすることができる。このとき、類似群コードでもって検索範囲

を限定することが望ましい。称呼はカタカナで入力する。称呼のカタカナ表記がよく

わからない場合は「利用上の注意」を参照する。称呼検索では入力した称呼を含む商

標に加えて、入力した称呼と類似する称呼を含む商標も検索される。 

 

 入力した称呼  ：「オオツカ」 

 類似する称呼の例：「オーツカ」「オウツカ」「オツカ」等 

 

 

                                                      
17 総務省「法令データ提供システム」。 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 
18 出願公開は商標登録出願から約二週間後であり、その後データベースに搭載される。 
19 同一又は類似の商標が存在しても、未登録の場合は拒絶査定の可能性、登録されている場合は更新登

録の可能性、審判請求の可能性、譲渡の可能性等を考慮する場合がある。 
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 次に、商標登録出願をしようとする商標と観念類似となる商標について称呼検索を

行う。 

 

 商標登録出願をしようとする商標の称呼：トモダチ 

 観念類似となる商標の称呼      ：フレンド 

 

1-2-3. 図形等商標検索 

 

 「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「4. 図形等商標検索」

から図形等分類を入力とした検索をすることができる。称呼検索と同様に、類似群コ

ードでもって検索範囲を限定する。商標登録出願をしようとする商標が図形商標、記

号商標又は立体商標である場合に図形等商標検索を行うのが一般的であるが、文字商

標であっても観念類似となる図形等が想起される場合20には図形等商標検索を行うこ

とが望ましい。図形等分類については「商標」タブの「5. 図形等分類表」を参照す

る21。 

 

1-2-4. 日本国周知・著名商標検索 

 

 

 未登録周知商標と同一又は類似の商標は登録を受けることができない(商標法 4条 1

項 10 号)。また、著名性を要件とする登録防護標章と同一の商標は登録を受けること

ができない(同 12号)。さらに、周知商標又は著名商標との間で混同を生じるおそれが

ある商標は登録を受けることができない (同 15号)。 

 「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「9. 日本国周知・著名

商標検索」から周知商標又は著名商標を検索することができる。 

 

 

 

 

                                                      
20 「ライオン」の文字商標とライオンの図形商標等。 
21 「商標」タブの「4. 図形等商標検索」からもリンクが設定されている。 

商標法４条（商標登録を受けることができない商標）  
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受ける
ことができない。  
十   他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の
間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品
若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をする
もの  
十二   他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以
下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指
定役務について使用をするもの 
十五   他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
（第十号から前号までに掲げるものを除く。） 
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1-2-5. 不登録標章検索 

 

 

 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その

他の記章であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標登録を受ける

ことができない(商標法 4 条 1 項 2 号)。また、国際連合その他の国際機関を表示する

標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録を受けること

ができない(商標法 4 条 1 項 3 号)。さらに、日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易

機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明

用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する

商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商

品又は役務について使用をするものは登録を受けることができない(商標法 4 条 1 項 5

号)。 

 「特許情報プラットフォーム」においては「商標」タブの「10. 不登録標章検索」

から経済産業大臣が指定する不登録標章を検索することができる。 

 

 

商標法４条（商標登録を受けることができない商標）  
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受ける
ことができない。  
二   パリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六
月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三
十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで
及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権
の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）
の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その
他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締
約国の国旗を除く。）であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類
似の商標  
三   国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）を表
示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
（次に掲げるものを除く。） 
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間
に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若
しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするも
の 
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標で
あつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又
は役務について使用をするもの 
五   日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標
法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記
号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標
であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類
似の商品又は役務について使用をするもの 
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2. 商標登録出願 
 

2-1. 願書 

 

 

 

商標法５条（商標登録出願）  
商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な
書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。  
一   商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所  
二   商標登録を受けようとする商標  
三   指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び
役務の区分 

商標法６条（一商標一出願）  
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定し
て、商標ごとにしなければならない。 
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図 15 商標登録願(特許庁「出願の手続 平成 29年度」22552頁) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 特許庁「出願の手続 平成 29年度版」。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm 
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2-1-1. 商標登録を受けようとする商標 

 

 従来の商標  ：文字、図形、記号、立体的形状、結合 

 新しいタイプの商標 ：色彩、音、位置、動き、ホログラム 

 

 文字 

  ローマ字(大文字、小文字) 

  漢字、ひらがな、カタカナ 

  書体、標準文字 

  二段書き、ロゴ23 

 

 

図 16 商標登録第 1667905号(1984年 3 月 22日登録)24 

 

 商標登録出願に係る商標又は登録商標と使用商標の関係 

  使用による識別力獲得(商標法 3 条 2 項) 「同一性を損なわないもの」25 

  不使用取消審判(商標法 50条)  「社会通念上同一」 

 

 
図 17 使用商標26 

 

                                                      
23 文字の識別力が高くないと考えられる場合等に有効である。 
24 マドリッドプロトコルによる国際出願等、国内出願を基礎とした外国出願を予定している場合はカタ

カナ等を含めない方がよい。 
25 商標審査基準 第 2-1。 
26 サントリー食品インターナショナル株式会社のホームページより。 
http://www.suntory.co.jp/water/tennensui/product/yogurina.html 
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 赤四角内は、書体は異なるものの、いずれも商標登録第 5792362号「ヨーグリーナ」

(標準文字、2015年 9 月 11日登録)の使用に該当する。 

 

(1)標準文字 

 ローマ字、漢字(JIS第 1 水準及び第 2 水準)、ひらがな、カタカナ 

 横書きにて一行かつ 30文字以内であること 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【標準文字】と記載 

 

 不使用取消審判(商標法 50条)における「社会通念上同一」には「書体のみに変更を

加えた同一の文字からなる商標」を含む。従って、書体にこだわらないのであれば、

標準文字による商標登録出願を検討する。 

 

 

 商標登録第 5792362号「ヨーグリーナ」(標準文字、2015年 9 月 11日登録) 

 

 標準文字以外の文字と図形・記号及びこれらの結合商標 

  願書にイメージデータを添付 

   カラー ：JPEG形式 

   モノクロ：GIF 形式又は BMP 形式 

   大きさ ：8cm×8cm(原則) 

        (必要のある場合に限って 15cm×15cmを認める。) 

 

(2)立体商標 

 願書に複数のイメージデータを添付 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【立体商標】と記載 

 

     

   
図 18 商標登録第 5674666号(本田技研工業株式会社) 

商標法５条（商標登録出願）  
３   商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文
字（以下「標準文字」という。）のみによつて商標登録を受けようとすると
きは、その旨を願書に記載しなければならない。 
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 意匠登録出願の図面のように厳密な六面図である必要はない。 

 

(3)動き商標 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【動き商標】と記載 

 

 

図 19 一枚の図によって記載されている例(標章が変化せず移動する例)27 

 

 

図 20 異なる複数の図によって記載されている例 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 商標審査基準 第 4-7。以下同様。 
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(4)ホログラム商標 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【ホログラム商標】と記載 

 

 
図 21 例 

 

(5)色彩のみからなる商標 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【色彩のみからなる商標】と記 

 載 

 

 

図 22 単色 
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図 23 色彩の組合せ 

 

 
図 24 商品等における位置を特定(1) 
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図 25 商品等における位置を特定(2) 

 

(6)音商標28 

 願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【音商標】と記載 

 MP3形式によって音商標を記録した光ディスクを添付29 

 

  

図 26 商標登録第 5804299号(久光製薬株式会社)と商標登録第 5804565号(大正製薬株式

会社) 

 

 楽譜を記載するか文章によって説明する。 

 

 

 

 

 

 
                                                      
28 特許情報プラットフォームにて音商標を聞くことができる。 
29 ほとんどの場合、電子出願のため、光ディスクは別送。 
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(7)位置商標 

  願書の【商標登録を受けようとする商標】欄の次に【位置商標】と記載 

 

 
図 27 例(1) 

 

 
図 28 例(2) 
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2-1-2. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

 

 商標法施行令別表 ：商品又は役務の区分 

 商標法施行規則別表：各区分に属する商品又は役務の具体例 

 

 

 第 30類：加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 

 第 32類：アルコールを含有しない飲料及びビール 

 

 複数の指定商品又は指定役務を記載する場合は「，」(コンマ)で区切らなければなら

ない。「、」(読点)や「・」(ナカグロ)は認められない。 

 

 一つの出願において複数の区分を指定することができるが、一つの出願は一人の審

査官が審査するので、その審査官の専門ではない区分が多く指定されていると審査に

時間を要する場合がある。迅速な審査を期待する場合は、出願手数料が割高にはなる

ものの、区分ごとに別々の出願とすることも検討の余地がある。 

 

 指定商品又は指定役務を追加する補正は認められない。一方、一区分において 8 以

上の類似群コードにまたがる商品又は役務を指定した場合、原則として商標の使用又

は使用意思に疑義がある(商標法 3 条 1 項柱書違反)とされる30。また、類似でない複数

の小売等役務を指定した場合、個人が総合小売等役務を指定した場合等も商標の使用

又は使用意思に疑義があるとされる。その場合は、商標の使用又は使用の意思の確認

をするための書類の提出が求められる。 

 

 区分及び指定商品又は指定役務をどのように記載するかが不明の場合は、適当と思

われるものを記載する31。不適当であれば審査官から補正の指示がある。また、事前

に特許庁商標課に問い合わせることもできる。さらに、自社と同様の商品又は役務を

取り扱う他社の登録商標がどのような区分及び指定商品又は指定役務でもって登録さ

れているかを参考にすることもできる。 

                                                      
30 商標審査便覧 41.100.03。 
31 指定商品又は指定役務の記載によって商標権の効力の範囲が画されることを忘れてはならない。 

商標登録第 5792362号「ヨーグリーナ」 
 
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 
  第３０類  茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中
華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，コーヒ
ー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラ
ビオリ 
  第３２類  ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲
料用野菜ジュース，アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，ビー
ル製造用ホップエキス，乳清飲料 
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 また、「指定商品(指定役務)の説明書」を添付することができる。その場合は【提出

物件の目録】欄に【物件名】欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。

「指定商品(指定役務)の説明書」には「商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材

料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明

その他の必要な説明を記載する」32ことができる。さらにカタログやパンフレット等

を添付することもできる。 

 特に複数の用途を備える新たな商品については、登録商標の指定商品とその商標の

使用をした商品が類似しないと判断され、不使用取消審判を請求されるおそれがある。

例えば、インターネット接続機能を有する腕時計について第 14類「腕時計」にて商標

登録を受けたものの、その商標の使用をした商品は第 9 類「携帯用通信機械器具」に

該当すると判断されるような場合である33。このような場合であっても「指定商品(指

定役務)の説明書」において指定商品の用途を記載しておけば、審査官が適切な区分に

補正するように指示をすることが期待できる。 

 

                                                      
32 特許庁「出願の手続 平成 29年度版」556頁。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm 
商標法 3 条 1 項 3 号(記述的商標)に該当することが疑われる商標については「指定商品(指定役務)の説明

書」の提出がかえって商標登録出願に係る商標が記述的であることの証左となる場合もあるので注意が

必要である。 
33 商標登録出願時に両区分とも記載しておくことが望ましい。アップル インコーポレイテッドによる

商標登録出願「iWatch」は出願時第 9 類と第 14類を記載していたが、第 14類の登録が難しいため第 9
類と第 14類に分割した。 

商標法施行規則別表 
備考 
 一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六
十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジ
ュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登
録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五
日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものと
し、次のいずれかに従うこととする。 
 （一） 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げ
られている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。 
 （二） 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の
原材料から類推して分類する。 
 （三） 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当
該他の特定の商品と同一の類に分類する。 
 （四） 商品は、その主たる原材料に従って分類する。 
 （五） 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。 
 （六） 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推
して分類する。 
 （七） 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類
に分類する。 
 （八） 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一
の類に分類する。 
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2-2. 商標登録出願 

 

 書面出願：願書(特許印紙貼付、押印)、必要な書面 

      特許庁へ持参又は郵便書留にて送付(発信主義) 

      電子化手数料(後日振込) 

      出願料は 3400円＋区分数×8600円 

      弁理士費用を含む総出願費用は 1 区分で数万円～10万円 

 

 電子出願については、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページに詳し

い情報が掲載されている34。 

 

 手数料 

  予納    ：願書の【手数料の表示】欄に【予納台帳番号】【納付金額】記載 

  電子現金納付：願書の【手数料の表示】欄に【納付番号】記載 

  特許印紙  ：願書の【手数料の表示】欄そのものが不要 

  口座振替  ：願書の【手数料の表示】欄に【振替番号】【納付金額】記載 

 

 

図 29 特許印紙35 

 

 商標登録出願に係る商標は、商標登録を待って使用を開始する方が安全であるが、

実際にはそうもいかない場合が多い。 

 

                                                      
34 独立行政法人工業所有権情報・研修館「電子出願ソフトサポートサイト」。 
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/ 
35 特許庁「Webとっきょ」No.22(2011年)。 
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図 30 商願 2017-123766 
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2-2-1. 団体商標 

 

 

2-2-2. 地域団体商標 

 

 

 

商標法７条（団体商標）  
一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若し
くは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有
しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使
用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。  
２   前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中
「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。  
３   第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第
五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する
法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 

商標法７条の２（地域団体商標）  
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しな
いものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員
たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加
入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるも
のに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 （平成十
年法律第七号）第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに
相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさ
せる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商
標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表
示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定
（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団
体商標の商標登録を受けることができる。  
一   地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普
通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標  
二   地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表
示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する
文字のみからなる商標  
三   地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは
役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普
通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場
所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通
に用いられる方法で表示するもののみからなる商標  
２   前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標
登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは
役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務
と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。  
３   第一項の場合における第三条第一項（第一号及び第二号に係る部分
に限る。）の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己
又はその構成員の」とする。  
４   第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者
は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であ
ることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定す
る地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長
官に提出しなければならない。 
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2-2-3. 金銭的請求権 

 

 

 

図 31 金銭的請求権 

 

 警告は出願公開前であっても構わない。設定登録前の業務上の損失に相当する金銭

の支払を請求することができる。設定登録後の業務上の損失については、商標権を行

使することができる。業務上の損失が生じたというためには、商標登録出願人は、出

願に係る商標の使用をしていなければならない。 

 

 

 民法 724条を準用する(商標法 13条の 2 第 5 項)。 

 

 

商標法１３条の２（設定の登録前の金銭的請求権等）  
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載し
た書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に
当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用
をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭
の支払を請求することができる。 

商標法１３条の２（設定の登録前の金銭的請求権等）  
２  前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなけれ
ば、行使することができない。  
３  第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。  
４  商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、
商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したと
き、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の
二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し
たときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。 

民法７２４条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）  
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法
定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効
によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とす
る。 

商標 

登録 

出願 

警告 設定 

登録 

商標 

使用 

金銭的 

請求権 

行使 業務上の損失 

設定登録から 

3 年以内(消滅時効) 
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商標法１３条の２（設定の登録前の金銭的請求権等）  
５  （略）この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登
録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を
知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知
った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。 
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3. 審査 
 

3-1. 方式審査 

 

3-1-1. 補完指令 

 

 「手続補完指令書」：商標登録出願の日は繰り下がる。 

 

 

3-1-2. 補正指令 

 

 「手続補正指令書」：商標登録出願の日は変わらない(遡及効)。 

 

 商標法 77条 2 項により特許法 17条 3 項、4 項、18条、18条の 2 が準用される。 

 

 

商標法５条の２（出願の日の認定等）  
特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標
登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなけれ
ばならない。  
一  商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。  
二  商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商
標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。  
三  願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。  
四  指定商品又は指定役務の記載がないとき。  
２  特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標
登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願に
ついて補完をすべきことを命じなければならない。  
３  商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面（以下
「手続補完書」という。）を提出しなければならない。  
４  特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべ
きことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をした
ときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなけれ
ばならない。  
５  特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべ
きことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしな
いときは、当該商標登録出願を却下することができる。 

特許法１７条（手続の補正）  
３  特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補
正をすべきことを命ずることができる。  
一  手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反してい
るとき。  
二  手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反して
いるとき。  
三  手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付
すべき手数料を納付しないとき。  
４  手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定
する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。 
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 特許法 7 条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力 

 特許法 9 条：代理権の範囲 

 

 

 

 「却下理由通知書」 

 

 

特許法１８条（手続の却下）  
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命
じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は
特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許
料を納付しないときは、その手続を却下することができる。  
２  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規
定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項
の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特
許出願を却下することができる。 

特許法１８条の２（不適法な手続の却下）  
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないも
のについては、その手続を却下するものとする。  
２  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、そ
の理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁
明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。 
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3-2. 実体審査 

 

3-2-1. 商標早期審査・早期審理 

 

 2016年度において、商標登録出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期

間(平均 FA 期間)は 4.9 か月である36。審査着手予定は特許庁のホームページに掲載さ

れている37。なお、「商標早期審査・早期審理」の制度も用意されている38。「早期審査

に関する事情説明書」を提出する。 

 

 

図 32 商標早期審査の対象となる出願 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 特許庁「特許行政年次報告書 2017年版」32頁。FA 期間とは商標登録出願から一次審査通知までの期

間をいう。https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html 
37 特許庁「商標登録出願に関する審査着手予定等」。https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/cyakusyu.htm 
38 特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm 
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3-2-2. 自他商品役務識別力 

 

表 6 商標法 3 条 1 項 

条 項 号 規定内容 2 項 

適用 

商品 

役務 

普通 

3 条 1 項 

1 号 普通名称  ○ ○ 

2 号 慣用商標  ○  

3 号 産地等(記述的表示) ○ ○ ○ 

4 号 ありふれた氏又は名称 ○  ○ 

5 号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章 ○   

6 号 

(総括規定)需要者が何人かの業務に係

る商品又は役務であることを認識す

ることができない商標。 

 

  

 

3-2-3. 商標登録を受けることができない商標 

 

 商標法 4 条 1 項各号に該当するか否かの判断は、原則として、査定時又は審決時に

行う。しかし、商標法 4 条 1 項 8 号、10号、15号、17号、19号については、査定時

又は審決時と商標登録出願時の両時に行う(商標法 4条 3項)。これを両時判断という。

両時ともに規定に該当する場合に限って拒絶される。 
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表 7 商標法 4 条 1 項 

条 項 号 規定内容 商品 

役務 

公益 

私益 

両時 

判断 

4 条 1 項 

1 号 国旗等  公  

2 号 パリ条約の同盟国等の記章  公  

3 号 国際機関を表示する標章  公  

4 号 赤十字の標章等  公  

5 号 監督用又は証明用の印章又は記号 ○ 公  

6 号 国等を表示する標章  公  

7 号 公序良俗を害するおそれがある商標  公  

8 号 他人の肖像等を含む商標  私 ○ 

9 号 博覧会等の賞と同一又は類似の標章  公  

10号 他人の周知商標 ○ 私 ○ 

11号 他人の登録商標 ○ 私  

12号 他人の登録防護標章 ○ 私  

13号 (削除)消滅後 1 年以内の他人の商標    

14号 品種の名称等 ○ 私  

15号 混同を生ずるおそれがある商標  私 ○ 

16号 品質等の誤認を生ずるおそれがある商標 ○ 公  

17号 ぶどう酒等の産地を表示する標章 ○ 私 ○ 

18号 商品等が当然に備える特徴 ○ 公  

19号 不正の目的をもって使用をするもの  私 ○ 

 

表 8 商標法 4 条 1 項各号の判断時 

商標登録出願時 査定時又は審決時 原則 両時判断 

(8 号、10号、15号、17号、19号) 

× × × × 

× ○ ○ ○ 

○ × × ○ 

○ ○ ○ ○ 
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図 33 両時判断 

 

3-2-4. 登録査定 

 

 商標登録出願に係る商標と実際に使用している、あるいは使用予定の商標との間に

ずれはないか。また、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と実際に使用してい

る、あるいは使用予定の商品又は役務との間にずれはないかを確認する。 

 

3-2-5. 拒絶査定 

 

(1)拒絶理由通知書39 

 拒絶理由通知書に対する応答書面(意見書・手続補正書)は、拒絶理由通知書の発送

の日から 40日以内40に提出しなければならない。なお、審査官による指定商品又は指

定役務の理解が誤っている場合や補正による拒絶理由解消の可能性を実際の補正前に

確認したい場合等には、審査官に面接を申し込むこともできる41。 

 

                                                      
39 商標登録出願の約 4 割に対して拒絶理由通知が発せられる。うち約半数が拒絶査定に至る。 
40 特許は 60日、意匠は 40日である。 
41 面接を行うか否かは審査官の裁量による。電話にて済ませることもある。 

審査 

平均 FA 期間：4.9月 

商標登録出願 

(審判) 

査定 (審決) 

査定：審査の結論 

審決：審判の結論 

審判を請求するか否かは商標登録出願人の意思による。 
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図 34 拒絶理由通知書42 

 

 

図 35 意見書43 

                                                      
42 特許庁「平成 29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」238頁。平成 30年 1 月 4 日以降は

に起案された拒絶理由通知書においては、「商標登録出願人」の次に「適用条文」が記載される。 
43 特許庁「平成 29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」238頁。 



商標手続総論(大塚) 

 46 

①区分、指定商品又は指定役務 

 

(a)使用意思 

 1 区分内で 8 以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定している場合には、

商標の使用の意思に合理的な疑義があるとして商標法 3 条 1 項柱書の拒絶理由通知を

受けるときがある。この場合、意見書とともに類似群ごとに使用の事実を証明する書

類、使用の意思を証明する書類を提出する必要がある。使用の意思を証明する書類に

は、宣誓書の意味合いを有する「商標の使用を開始する意思」と「事業計画書」があ

る。なお、類似群コードが 7 以下に収まるように一部の指定商品又は指定役務を削除

する補正をしてもよい。 

 類似でない複数の小売等役務を指定した場合、個人が総合小売等役務を指定した場

合等も商標の使用又は使用意思に疑義があるとされる。 

 

 

商標審査基準 第 1-二-3 
 
３．｢使用をする商標｣であることの確認について 
(1) 「使用をする商標」であることは、指定商品又は指定役務の各区分に
おいて類似群（類似商品・役務審査基準における類似群をいい、類似関係
にあると推定する商品又は役務をグルーピングしたものを指す。）ごとに明
らかにする必要がある。 
(2) 出願人等における商標の使用又は使用の意思については、商標の使用
の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を行っているか否か又は行
う予定があるか否かを通じて確認する。 
(3) 業務を行っていることの確認について 
(ｱ) 総合小売等役務に該当する役務を行っているか否かは、次の事実を考
慮して総合的に判断する。 
① 小売業又は卸売業を行っていること。 
② その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の
各範疇にわたる商品を一括して１事業所で扱っていること。 
③ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の 10％
～70％程度の範囲内であること。 
(ｲ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行っていることは、例
えば、次の方法により確認する。 
① 出願人等の取扱商品が記載されたカタログ、ちらし等の印刷物 
② 出願人等が運営する店舗及び取扱商品が分かる店内の写真 
③ 出願人等の取扱商品が分かる取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領
収書等） 
④ 出願人等の業務内容、取扱商品が紹介されている新聞、雑誌、インター
ネット等の記事 
⑤ （総合小売等役務の場合）小売等役務に係る商品の売上高が判る資料 
(4) 業務を行う予定があることの確認について 
(ｱ) 出願人等が出願後３～４年以内（登録後３年に相当する時期まで）に
商標の使用を開始する意思がある場合に、指定商品又は指定役務に係る業
務を出願人等が行う予定があると判断する。 
(ｲ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があることの
確認のためには、商標の使用の意思を明記した文書及び予定している業務
の準備状況を示す書類の提出を求める。 
なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該予定している業務の準備状
況に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書
類の提出を求める。 
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(b)不明確 

 指定商品又は指定役務の記載が不明確である場合には、商標法 6 条 1 項・2 項の要

件を具備しないとする拒絶理由通知を受けるときがある。この場合、手続補正書を提

出して指定商品又は指定役務の記載を補正する必要がある。 

 なお、商標法 6 条 1 項・2 項の要件を具備しないとする拒絶理由通知を受けて、指

定商品又は指定役務の内容を説明する意見書又は物件提出書を提出したときは、審査

官はこれを斟酌して商標登録出願人に手続補正指示書を送る。手続補正指示書に示さ

れた補正案が妥当であれば、そのように補正することによって拒絶理由は解消する44。 

 もっとも、商標登録出願時に「指定商品(指定役務)の説明書」を添付しておけば、

審査官はこれを斟酌して拒絶理由通知において補正案を示してくれる。 

 

                                                      
44 指定商品又は指定役務の記載によって商標権の効力の範囲が画されることを忘れてはならない。 

商標審査基準 第 5-3 
 
３．指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及
び役務の区分に従ったものと判断できないときは、第６条第１項及び第２
項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。 
(例１) 複数の区分に属する可能性のある商品又は役務を以下のような表
示をもって指定商品又は指定役務とするもの。 
第５類 衛生マスク及びこれらの類似商品 
第７類 機械器具 
第 37類 機械器具の貸与 
第 40類 廃棄物の処理及びその関連役務 
(例２) 「○○○業」（業種名）や「○○○店」（施設を指称）という表示を
もって指定商品又は指定役務とするもの。 
第 25類 百貨店 
第 42類 総合レンタル業 
(例３) 政令別表に掲載されている表示をもって指定商品又は指定役務と
するもの。 
第 12類 乗物その他移動用の装置 
第 32類 アルコールを含有しない飲料及びビール 
ただし、政令別表に掲載されている表示と、省令別表に掲載されている商
品又は役務の表示とが一致している場合など、商品若しくは役務の内容及
び範囲又は帰属する商品及び役務の区分が明確なものはこの限りでない。 
４．指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及
び役務の区分に従ったものと判断できるときは、第６条第１項の要件を具
備しないものとして、拒絶の理由を通知する。 
(例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品
又は指定役務とするもの。 
第２類 全ての商品 
第 29類 食肉，その他本類に属する商品 
第 35類 全ての役務 
第 39類 貨物車による輸送, その他本類に属する役務 
５．上記３．ないし４．の拒絶理由の通知に対し、出願人が実質的に商品
等の説明のみを内容とする意見書又は物件提出書を提出した場合は、直ち
に拒絶をすることなく、当該意見書又は物件提出書を斟酌し、例えば補正
案を示すなど指定商品又は指定役務その他を適切な表示に補正すべきこと
を指示する（審査官名による手続補正指示）ものとする。 
この場合において、出願人が当該手続補正指示に対し何らの対応もしない
とき又は的確な補正等を行わないときは、その商標登録出願は、先の拒絶
理由に基づき拒絶するものとする。 
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(c)手続補正書 

 

 

図 36 手続補正書(特許庁「出願の手続 平成 27年度」 561頁) 

 

 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】を全文補正する場合は図 37

のとおり記載する。一部の区分についてのみ部分補正する場合は補正する区分の番号

を「第○類」のように記載する。なお、補正には遡及効があるから、一度削除した指

商標登録願 

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

変更 

・・・ 
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定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を復活させることはできないので、慎

重を期する。 

 

②識別力 

 

(a)意見書による反論 

 例えば、出願に係る商標が指定商品又は指定役務の記述的表示に該当しないことを

辞書に記載の意味や使用の実態等を用いて説明する。 

 

(b)使用による識別力獲得 

 商標登録出願に係る商標と実際に使用をされた商標の同一性45及び商標登録出願に

係る指定商品又は指定役務と実際に使用をされた商標の商品又は役務の同一性が必要

とされる。 

 

 

                                                      
45 縦書きと横書き、字体が近似、特徴的部分が同一等、商標としての同一性を損なわないこと。 

商標審査基準 第 2-2 
 
２．「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること
ができるもの」について 
(1) 需要者の認識について 
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが
できるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者
の間で全国的に認識されているものをいう。 
(2) 考慮事由について 
本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断す
る。 
なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把
握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。 
① 出願商標の構成及び態様 
② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地
域 
③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模 
④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員
以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無
及び使用状況 
⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情 
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果 
(3) 証拠方法について 
本項に該当するか否かの事実は、例えば、次のような証拠により立証する。 
① 商標の実際の使用状況を写した写真又は動画等 
② 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領
書）、請求書、領収書又は商業帳簿等） 
③ 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビＣＭ等）
及びその実績が分かる証拠物 
④ 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑
誌又はインターネットの記事等） 
⑤ 需要者を対象とした出願商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書
（ただし、実施者、実施方法、対象者等作成における公平性及び中立性に
ついて十分に考慮する。） 
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(c)識別力の欠如と品質誤認 

 識別力を有しないとする商標法 3 条 1 項の拒絶理由と品質誤認のおそれがあるとす

る商標法 4 条 1 項 16号の拒絶理由を記載した拒絶理由通知を受ける場合がある。 

 

 指定商品「時計・ブレスレット」について「Watch」の商標 

 

③先登録商標 

 

 事前に商標調査を行っても先登録商標に類似するという商標法 4条 1項 11号の拒絶

理由を記載した拒絶理由通知を受ける場合は多い。引用商標の権利が存続しているか

否か46、類似群コードが重複しているか否かを確認する。 

 

(a)指定商品又は指定役務の削除 

 

(b)意見書による反論 

 指定商品又は指定役務の削除が困難な場合、引用商標と本願商標が非類似である旨

を意見書により主張する。外観、称呼、観念の観点から反論を試みる。登録例、審決

例、裁判例を引用することも検討する。この反論に失敗すると、本願商標の使用が引

用商標に係る商標権を侵害すると判断される場合があるので、反論には慎重を期する。 

 なお、引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明書及び証拠の提出をするこ

ともできる。ただし、引用商標と本願商標が同一又は明らかに類似する場合及び引用

商標の商標権者が本願商標の登録を承諾する旨を示すに過ぎないものである場合には

参酌されない(商標審査基準 第 3-十-3)。 

 

(c)引用商標の商標権譲渡 

 引用商標の商標権者から引用商標に係る商標権の譲渡を受けることによって、引用

商標の商標権者と本願商標の商標登録出願人が同一になるので、商標法 4 条 1 項 11

号に係る拒絶理由が解消する。引用商標に係る商標権が複数の指定商品又は指定役務

を有する場合、商標法 4 条 1 項 11号の拒絶理由に係る指定商品又は指定役務について

のみ分割移転を受けることもできる(商標法 24条の 2)。引用商標に係る商標権の譲渡

を受ける場合には、商標権移転登録申請書を特許庁に提出して登録原簿を書き換える

ことになる。 

 とはいえ、引用商標の商標権者との交渉が成立するか否かはまったくの未知数であ

り、成立しなかった場合、本願商標の使用が引用商標に係る商標権を侵害することに

なりかねないので、交渉に当たっては慎重な対応が求められる。 

 なお、商標法 15条の 3 の拒絶理由通知を受けた場合も商標法 4 条 1 項 11号に係る

拒絶理由通知を受けた場合と同様に、当該他人から商標登録出願により生じた権利の

譲渡を受けることを検討する。 
                                                      
46 商標便覧 40.04「商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知」。拒絶査定は権利の存

続後。 
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 いずれの場合も、審査官に対して引用商標の商標権者又は当該他人と交渉中である

旨の意見書又は上申書を提出すべきである。 

 ところで、法の趣旨を潜脱することにはなるが、引用商標に係る商標権の譲渡を受

けて本願商標が登録された後に、引用商標に係る商標権を元の商標権者に譲渡するこ

とも現実には行われる47。 

 

(d)不使用取消審判の請求 

 引用商標が現実に使用をされていないと思われる場合は、引用商標について不使用

取消審判を請求することが考えられる。引用商標に係る商標権が複数の指定商品又は

指定役務を有する場合であっても、問題となる指定商品又は指定役務48についてのみ

不使用取消審判を請求することができる。拒絶理由通知書にはあげられていないが引

用商標に類似する商標が他にも存在するか否かを調査のうえ49、そのような商標が存

在する場合には、そのような商標についても不使用取消審判の請求を検討する必要が

ある。ただし、引用商標の登録から 3 年を経過していない場合には、そもそも不使用

取消審判を請求することはできない。 

 なお、不使用取消審判の請求に対して被請求人が答弁する場合はあまり多くはない

が(無答弁 92.3％) 50、相手方が答弁を行うと審決までに数年を要することも珍しくな

い。そうであれば、商標登録出願に係る商標を変更した方が手っ取り早いということ

になる。 

 不使用取消審判の請求を引用商標に係る商標権の譲渡に関する交渉の材料とするこ

とも検討の余地がある。交渉が成立すれば、不使用取消審判の請求を取り下げること

になる。いわゆる駆け込み使用がされた場合に駆け込み使用であることの証明を必要

としないよう(商標法 50条 3 項)、不使用取消審判の請求を交渉の材料とする前に、現

実に不使用取消審判を請求しておく方が望ましい。 

 不使用取消審判を請求する場合には、審査官に対して不使用取消審判の請求中であ

る旨の意見書又は上申書を提出すべきである。 

                                                      
47 引用商標の商標権者の同意があれば商標登録を受けることができるとする制度をコンセント制度とい

う。我が国は導入していないが、イギリス、台湾、香港、シンガポール等では法定されている。また、

米国、EU、中国等では、法定はされていないものの審査による実質的な運用がされている。 
48 とはいえ、本願の指定商品又は指定役務と類似の範囲にあるすべての指定商品又は指定役務について

不使用取消審判を請求しなければ意味がない。 
49 拒絶理由通知書には、本願商標と類似するすべての登録商標が引用商標としてあげられるわけではな

い。一方、同一の権利者が類似する複数の商標について商標権を有していることは多く見受けられる。 
50 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査」(2009年)。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/isyou_syouhyou-houkoku.htm 

商標法１５条の３ 
審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登
録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係
る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につ
いて使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商
標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当
することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機
会を与えることができる。 
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 とはいえ、自社名義で不使用取消審判を請求すると、本願商標の存在が発覚し、本

願商標が既に使用をされている場合には、商標権侵害として被請求人から訴訟を提起

される可能性さえ内包するのであるから、不使用取消審判の請求に当たっては慎重な

検討が求められる51。 

 

(e)その他当事者系審判の請求 

 

 引用商標が商標掲載公報発行から 2 月以内である場合には登録異議の申立てをする

こと、あるいはその他の当事者系審判を請求することも検討すべきである。ただし、

登録異議の申立てや商標登録無効審判の際の理由に基づいて本願商標も拒絶されるよ

うであっては意味がない。なお、取消審判の平均審理期間は 6.4か月である52。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 不使用取消審判は何人も請求することができるのであるから、ダミー会社、特許事務所等を利用する

こととなる。 
52 特許庁「特許行政年次報告書 2017年版」42頁。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm 

商標法５０条（商標登録の取消しの審判）  
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用
権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみ
に変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の
文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商
標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社
会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用
をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録
を取り消すことについて審判を請求することができる。  
２   前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録
前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者
のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての
登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者
は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただ
し、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていない
ことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、こ
の限りでない。  
３   第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間
に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれ
かがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をし
た場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知
つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一
項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録
商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らか
にしたときは、この限りでない。 
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表 9 当事者系審判 

条 規定内容 

46条 商標登録の無効の審判(商標登録無効審判) 

50条 商標登録の取消しの審判(不使用取消審判) 

51条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) 

52条の 2 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)) 

53条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)) 

53条の 2 商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)) 

 

3-2-6. 補正却下 

 

(1)補正却下 

 

 

(2)要旨変更 

 

①商標の要旨変更 

 商標登録出願に係る商標の構成に文字・図形・記号を追加する補正、反対に文字・

図形・記号を削除する補正、色彩を変更する補正等は、いずれも商標の要旨変更とな

る。また、立体商標や標準文字である旨の記載の追加・削除も商標の要旨変更となる。

不使用取消審判における「社会通念上同一」とは異なる概念であるから注意が必要で

ある。商標の構成に変更を加えることは、原則として商標の要旨変更に当たると考え

ておくべきである。 

 商標登録出願に係る商標の付記的部分に｢JIS｣｢JAS｣｢特許｣｢実用新案｣｢意匠｣等の文

字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある

場合、これらを削除することは商標の要旨変更に当たらない(商標審査基準 第 13-1)。

ここで、付記的部分とは、商標の構成上、識別力を有する部分と一体でない部分をい

う。 

 

 

 

商標法１６条の２（補正の却下）  
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする
商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査
官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。  
２   前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を
付さなければならない。  
３   第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達
があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定を
してはならない。  
４   審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し
第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するま
でその商標登録出願の審査を中止しなければならない。 



商標手続総論(大塚) 

 54 

 平成 14年 2 月 12日補正 2001-50070 

 補正前の商標  補正後の商標  

 

 なお、商標登録出願に係る商標が縦書きの「一富士」であったものを書体・サイズ・

字間はほぼそのままに横書きに変更した補正について、商標の要旨変更に当たらない

とした裁判例がある53。 

 

②指定商品又は指定役務の要旨変更 

 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は要旨変更となる。一方、指定商品又

は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めること

は要旨変更ではない。 

 

 

図 37 指定商品又は指定役務の補正 

 

(3)対応 

 補正却下の決定を受けた場合の対応として、補正をあきらめて元の内容で権利化を

目指す、補正却下の決定を受けた補正とは異なる新たな補正を行う、補正後の商標に

ついての新出願(①)を行う、補正却下決定不服審判を請求(②)するという四通りの対応

が考えられる。 

 

①補正後の商標についての新出願 

 商標法 17条の 2 第 1 項により意匠法 17条の 3 が準用される。出願日は手続補正書

を提出した日まで繰り下がる。また、元の商標登録出願は取り下げたものとみなされ

る。 

 

                                                      
53 東京高判平成 9 年 7 月 16日判時 1629号 132頁〔一富士事件〕。 

(a)適法 (b)要旨変更 (c)要旨変更 

拡大 限縮 変更 
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②補正却下決定不服審判 

 補正却下決定不服審判を請求すると商標登録出願の審査は中止される。 

 

 

3-2-7. 分割出願 

 

 分割出願は、元の商標登録出願が二以上の指定商品又は指定役務を有する場合に限

りすることができる。 

 

 

 二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録出願について、一部の指定商品又は

指定役務が拒絶理由を有し、その他の指定商品又は指定役務は拒絶理由を有しない場

合は、拒絶理由を有する指定商品又は指定役務について分割出願を行うことが考えら

れる。このとき、元の商標登録出願から拒絶理由を有する指定商品又は指定役務を削

除する補正を同時に行う。これによって、元の商標登録出願は拒絶理由を有しない指

定商品又は指定役務のみとなるから迅速に登録査定を得ることができる。一方、分割

出願については、引き続き権利化を目指すことができる。 

 

意匠法１７条の３（補正後の意匠についての新出願）  
意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつ
た日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をした
ときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時
にしたものとみなす。  
２   前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登
録出願は、取り下げたものとみなす。  
３   前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登
録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠
登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとす
る。 

商標法４５条（補正の却下の決定に対する審判）  
第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不
服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を
請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意
匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、こ
の限りでない。  

商標法１０条（商標登録出願の分割）  
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属してい
る場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが
裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は
指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願
とすることができる。  
２   前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時に
したものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において
準用する特許法 （昭和三十四年法律第百二十一号）第四十三条第一項 及
び第二項 （これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三
条の三第三項 において準用する場合を含む。）の規定の適用については、
この限りでない。  
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図 38 商標登録出願の分割 

 

3-2-8. 出願変更 

 

 通常の商標登録出願・団体商標登録出願・地域団体商標登録出願の間で相互に変更

することができる(商標法 11条)。また、通常の商標登録出願と防護標章登録出願の間

でも互いに変更することができる(商標法 12条・65条)。 

 

 

 

商標法１１条（出願の変更）  
商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願（団体
商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願
をいう。以下同じ。）又は地域団体商標の商標登録出願に変更することがで
きる。  
２  商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出
願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。  
３  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又
は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。  
４  前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査
定又は審決が確定した後は、することができない。  
５  第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたと
きは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。  
６  前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による
商標登録出願の変更の場合に準用する。  

商標法１２条 
防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更する
ことができる。  
２  前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は
審決が確定した後は、することができない。  
３  第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定に
よる出願の変更の場合に準用する。 

商標 

登録 

出願 

分割 指定 

商品 

AB 

指定 

商品 

A 

指定 

商品 

B 

出願日遡及 

指定商品 A：拒絶理由なし。 

(指定商品 B を削除する補正

が必要) 

指定商品 B：拒絶理由あり。 

(引き続き対応が必要) 
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図 39 出願の変更(1) 

 

 

図 40 出願の変更(2) 

 

 例えば、防護標章登録出願について著名性を有しない旨の拒絶理由通知を受けた場

合、使用意思を示すとともに防護標章登録出願を通常の商標登録出願に変更すること

ができる(商標法 12条)。 

 

 

商標法６５条（出願の変更）  
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更すること
ができる。  
２  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決
が確定した後は、することができない。  
３  第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規
定による出願の変更の場合に準用する。 

通常 

団体商標 地域団体商標 

防護標章 

商標法 11条 

商標法 12条(←) 

商標法 65条(→) 

商標 

登録 

出願 

変更 通常 
× 取下げ擬制 

地域団体商標 出願日遡及 
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4. 拒絶査定不服審判 
 

4-1. 手続 

 

4-1-1. 審判請求 

 

 原則として、拒絶査定の謄本送達日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求しなけ

れば拒絶査定が確定する。拒絶査定不服審判の平均審理期間は 7.2か月である54。 

 

 

 審判請求書の【請求の理由】欄には、拒絶査定を受ける前に意見書にて主張した「本

願商標が登録されるべき理由」を補強したものを記載するのが一般的であるが、拒絶

査定の謄本に「本願商標が登録されるべき理由」に対する審査官の意見が記載されて

いる場合には、これに対する反論も記載すべきである。 

 

4-1-2. 審決通知 

 

 商標法 56条により特許法 156条が準用される。 

 

 

                                                      
54 特許庁「特許行政年次報告書 2017年版」42頁。 
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2016_index.htm 

商標法４４条（拒絶査定に対する審判）  
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その
査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができ
る。  
２  前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由に
より同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項
の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつ
ては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることがで
きる。 

特許法１５６条（審理の終結の通知）  
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟
したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。  
２   審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した
場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同
項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間
内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の
五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知し
なければならない。  
３   審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後で
あつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開
をすることができる。  
４   審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日
以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむ
を得ない理由があるときは、この限りでない。 
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 事件が審決をするのに熟したとき、審判長は請求人に審決通知を発する。審決通知

から 20日以内に審決がなされる。 

 

4-2. 審理 

 

4-2-1. 登録審決 

 

 商標登録出願に係る商標と実際に使用している、あるいは使用予定の商標との間に

ずれはないか。また、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務と実際に使用してい

る、あるいは使用予定の商品又は役務との間にずれはないかを確認する。 

 

4-2-2. 差戻審決 

 

 商標法 56条により特許法 160条が準用される。 

 

 

 審理の結果、原査定は取り消されたが、他の理由によりさらに審査に付すべきとの

審決がされた場合、事件を審査に差し戻す差戻審決がなされるときがある。拒絶査定

不服審判の審理における判断は、その後の審査において審査官を拘束するので、原査

定と同じ理由に基づいて再度拒絶査定をすることはできない。 

 

4-2-3. 拒絶審決 

 

 拒絶審決を受けた場合は、審決の謄本送達日から 30日以内に、知的財産高等裁判所

(以下、「知財高裁」という。)に審決取消訴訟を提起することができる。その際の被告

は特許庁長官である。知財高裁においても請求が棄却された場合は、所定の要件を満

たす場合に限り最高裁判所に上告することができる。請求が認容された場合は、元の

合議体とは異なる新たな合議体によって審理を行う。 

 なお、審査において補正却下決定不服審判を請求したものの棄却審決を受けた場合

及び審判において補正却下の決定を受けた場合も、知財高裁に審決取消訴訟を提起す

ることができる。後者の場合、補正却下決定不服審判を請求することはできない。 

 

 

 

 

 

特許法１６０条 
拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき
旨の審決をすることができる。  
２   前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官
を拘束する。  
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4-2-4. 再審 

 

 所定の事由が存在する場合は、確定した審決に対して再審を請求することができる。 

 

 商標法 57条 2 項により民事訴訟法 338条 1 項、2 項、339条が準用される。 

 

 

 

 審決取消訴訟ではなく、審判についての再審を請求することもできるということで

ある。 

 

商標法５７条（再審の請求）  
確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を
請求することができる。 
２   民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）第三百三十八条第一項 及び
第二項 並びに第三百三十九条 （再審の事由）の規定は、前項の再審の請
求に準用する。 

民事訴訟法３３８条 
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えを
もって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは
上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかっ
たときは、この限りでない。  
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。  
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した
こと。  
三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権
を欠いたこと。  
四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。  
五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決
に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられた
こと。  
六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたもので
あったこと。  
七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽
の陳述が判決の証拠となったこと。  
八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政
処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。  
九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこ
と。  
十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。  
２  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰す
べき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は
証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確
定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することがで
きる。 

民事訴訟法３３９条 
判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合（同
項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項
に規定する場合に限る。）には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法
を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とする
ことができる。 
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 詐害55審決 

 

 

 

図 41 詐害審決の例 

 

 商標法 61条により特許法 173条が準用される。 

 

 

                                                      
55 いつわりたくらんで他人に損害を与えること。(広辞苑第五版) 

商標法５８条 
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的
をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を
請求することができる。  
２  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求し
なければならない。 

特許法１７３条（再審の請求期間）  
再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内
に請求しなければならない。  
２  再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前
項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定
にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、
二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。  
３  請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再
審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理
人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。  
４  審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することがで
きない。  
５  再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間
は、その理由が発生した日の翌日から起算する。  
６  第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触す
ることを理由とする再審の請求には、適用しない。 

商標権者 

(被請求人) 

質権者 
商標権 

金銭 

共謀者 

(請求人) 

共謀 

無効審判 
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知財高判平成 20年 12月 24日平成 20年(行ケ)第 10282号〔LOVE 事件〕 
 
商標法５７条２項が準用する民事訴訟法３３８条１項９号の「判決に影響
を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」（本件では，準
用の結果，「確定審決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱が
あったこと」と読み替えることになる。）とは，職権調査事項であると否と
を問わず，その判断の如何により判決の結果に影響を及ぼすべき重要な事
項であって，当事者が口頭弁論において主張し又は裁判所の職権調査を促
してその判断を求めたにもかかわらず，その判断を脱漏した場合をいうも
のと解される（大審院昭和７年５月２０日判決民集１１巻１０号１００５
頁参照）。そして，同条項が商標法の確定審決に準用された場合にも同様に
解するのが相当であるから，前審に当たる審判において当事者が主張して
いなかった事項について確定審決が判断をしていないとしても，再審事由
たる判断の遺脱とはならないというべきである。 
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5. 登録手続 
 

5-1. 登録料 

 

5-1-1. 一括納付 

 

 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本送達日から 30 日以内に納付しなければ

ならない(商標法 18 条 2 項)。登録料の納付によって商標権を 10 年間保有することが

できる。 

 

 

 

 

 登録料の納付と同時に区分の数を減ずる補正をすることができる(商標法 68条の 40

第 2 項)。ただし、この補正は区分単位で行わなければならず、一部の指定商品又は指

定役務についてのみ削除することはできない。 

 

 

5-1-2. 分割納付 

 

 登録料は 5 年ごとに分割納付することもできる。後半の 5 年分の登録料は前半の 5

年が経過するまでに納付しなければならない。一括納付と比較して割高になる。一年

ごとに納付することはできない。なお、一括納付後に続く更新登録の申請において 

商標法１８条（商標権の設定の登録）  
商標権は、設定の登録により発生する。  
２   第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規
定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日
から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定
の登録をする。 

商標法４０条（登録料）  
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千
二百円に区分（指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定め
る商品及び役務の区分をいう。以下同じ。）の数を乗じて得た額を納付しな
ければならない。 

 一括納付(10年分) 

 商標登録料 = 区分数 × 28,200円 

商標法６８条の４０（手続の補正）  
商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録
に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、
審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 
２   商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一
項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登
録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 
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5-1-3. 期限延長 

 

 登録料の納付期限は、請求により最大 30日延長される。ただし、請求は商標登録を

すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30 日以内にしなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標法４１条の２（登録料の分割納付）  
商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、
登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録
をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一
件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、
商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区
分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 

 分割納付(5 年分) 

 商標登録料 = 区分数 × 16,400円 

商標法４１条（登録料の納付期限）  
前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の
謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。  
２  特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限
り、前項に規定する期間を延長することができる。 
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5-1-4. 商標登録証 

 

 登録料の納付によって商標権の設定登録が完了すると商標登録証と商標権設定登録

通知書が送付される。商標権設定登録通知書に記載される存続期間更新登録期限日の

情報は極めて重要である。 

 

 

図 42 商標登録証の見本56 

                                                      
56 商標登録証の見本。 
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm 
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図 43 設定登録通知書57 

 

 

                                                      
57 特許庁「産業財産権の登録手続の留意点」21頁。商標についても同様。運転免許証については、都道

府県の公安委員会から「運転免許証更新連絡書」が届くのだが。 
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6. 商標権の管理 
 

6-1. 普通名称化58 

 

6-1-1. 問題 

 

 普通名称化したとされる商標 

 うどんすき 商標登録第 2704205号 株式会社美々卯 

 招福巻 商標登録第 2033007号 株式会社小鯛雀鮨鮨萬 

 巨峰  商標登録第 472182号 株式会社日本巨峰会 

 万歩計 商標登録第 1728037号 山佐時計計器株式会社 (歩数計) 

 デジカメ 商標登録第 2122636号 三洋電機株式会社 (デジタルカメラ) 

 テトラポッド 商標登録第 1184901号 株式会社不動テトラ (消波ブロック) 

 プチプチ 商標登録第 2622392号 川上産業株式会社 

 

 普通名称化したとはされない商標 

 セロテープ 商標登録第 546229号 ニチバン株式会社 

 シーチキン 商標登録第 529904号 はごろもフ－ズ株式会社 

 クレパス 商標登録第 990189号 株式会社サクラクレパス 

 宅急便 商標登録第 3023793号 ヤマトホールディングス株式会社 

 

 

6-1-2. 商標登録表示 

 

 商標権の管理の一環として、登録商標の普通名称化を防止する必要がある。普通名

称化の防止については、商標登録表示も一つの方法である。 

                                                      
58 参考文献として、商標委員会第 1 小委員会「商標の普通名称化防止に向けた実務上の留意点」知財管

理 Vol.66 No.8(2016年)1007頁。 

商標法２６条（商標権の効力が及ばない範囲）  
商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含
む。）には、及ばない。  
二   当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売
地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは
時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の
普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提
供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられ
る方法で表示する商標  
三   当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、
質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期そ
の他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名
称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用
の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる
方法で表示する商標  
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 正式には、商標の近傍に「商標登録第 1234567号」等と表示するべきであるが、実

際には、単に「登録商標」「®」59等と表示されることが多い。 

 

 

 商標登録表示をする場合には虚偽表示とならないように注意しなければならない。

特に、登録商標に類似する商標を使用する場合(商標法 74条 1 号)や指定商品又は指定

役務に類似する商品又は役務に登録商標を使用する場合(商標法 74条 2 号)には、商標

登録表示をしてはならない60。ただし、登録商標と色彩のみが異なる商標の使用は登

録商標の使用であるとされる(商標法 70条 1 項)。 

 なお、商標登録前であれば「TM」(Trade Mark(商品商標))や「SM」(Service Mark(役

務商標))と表示することができる。これらの表示は商標としての使用を示すものであ

って登録の有無とは関係がない。 

                                                      
59 米国商標法では、「®」の表示が義務付けられている。 
60 いわゆる禁止権の範囲での使用であるが、そもそもそのような使用はしない方が望ましい。 

商標法７３条（商標登録表示）  
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるとこ
ろにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用
に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提
供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、
その商標にその商標が登録商標である旨の表示（以下「商標登録表示」と
いう。）を付するように努めなければならない。 

商標法施行規則１７条（商標登録表示）  
商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番
号又は国際登録の番号とする。 

商標法７４条（虚偽表示の禁止）  
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。  
一   登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登
録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為  
二   指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用
をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示
を付する行為  
三   商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、
指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付し
たもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したも
のであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付した
ものを譲渡又は引渡しのために所持する行為  
四   役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商
標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供
を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務
の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商
標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい
表示を付したもの（次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」とい
う。）を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行
為  
五   役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供さ
せるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、
若しくは輸入する行為 
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6-1-3. 監視 

 

 従来にない新たな商品や役務に係る登録商標は、普通名称化の危険性が高い。登録

商標の普通名称化には、新聞・雑誌・インターネット上等に普通名称として使用され

ることが原因となることが多い。そのような使用をしている者に対しては「○○は、

△△の登録商標です。」等の一文を記載するよう申し入れるべきである61。また、登録

商標とは別に当該商品や役務の普通名称を提案することによって、登録商標の普通名

称化を防止することも考えられる。例えば、登録商標「WALKMAN 」について普通名

称「ヘッドホンステレオ」等。 

 なお、商標権者自身が登録商標に類似する商標の使用をしないことも重要である。

多くの企業は、社内において商標の使用に関するガイドライン等を制定している。 

 

 

 

 

 

 

図 44 株式会社ディー・エヌ・エーのロゴガイドライン62 

                                                      
61 水曜日のカンパネラ「チュパカブラ」より「採血管ホルダー ネオラバーチュービング アルコール

綿 欲情 セーフタッチ 翼状針」(作詞 ケンモチヒデフミ)。「セーフタッチ」はニプロ株式会社の登

録商標(商標登録第 4112149号)。 
62 「ロゴの表示色とカラーバリエーション」「アイソレーション」「ロゴの使用禁止例」から図面のみ抜
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図 45 中央大学のブランドマーク基本用法63 

                                                                                                                                                                 
粋。http://dena.com/jp/company/policy/logoguide.html 
63 中央大学「ブランドマークデザイン使用基準」より抜粋。
http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/brand_mark/reg/ 
本学にも「コミュニケーションマーク等使用に関するマニュアル」が規定されているが、学内専用のた

め掲載は控えた。 
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6-2. 類似商標 

 

6-2-1. 問題 

 

 商標法 4 条 1 項 11号看過による後願類似商標の過誤登録を防止する必要がある。そ

のため、調査とともに情報提供・登録異議の申立て・商標登録無効審判の制度を活用

すべきである。 

 

6-2-2. 調査 

 

 自社の登録商標と類似する後願商標を定期的に調査する。具体的には、登録商標の

指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務について、登録商標と外観・称呼・観

念のいずれかにおいて類似する後願商標を検索する。 

 

6-2-3. 情報提供 

 

 出願中の類似商標を発見した場合、情報提供制度を利用することができる。出願中

の商標が登録要件を満足していないことについて、誰でも情報を提供することができ

る制度である。情報提供は匿名でも可能である。 

 

 

 提供された情報をどのように取り扱うかは審査官の裁量であって、情報提供をした

からといって必ず拒絶されるとは限らない。希望をすれば提供した情報の利用状況に

ついてフィードバックを受けることができる。 

 

 

 

 

 

 

商標法施行規則１９条（情報の提供）  
商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録
出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出す
ることにより当該商標登録出願が商標法第三条 、第四条第一項第一号、第
六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、
第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないもので
ある旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許
庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。  
２   前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面に
よらなければならない。  
３   特許法施行規則第十三条の二第三項 及び第四項 の規定は、前項の
書面に準用する。 
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6-2-4. 登録異議の申立て 

 

(1)概要 

 類似商標が登録された場合、商標掲載公報発行の日から二月以内であれば登録異議

の申立てをすることができる。登録異議の申立てをすることができる期間は商標掲載

公報発行の日から二月と短いので、利用するデータベースのデータ更新に伴う遅延を

考慮して、登録異議の申立てをすることができる期間で定期的に新規登録商標の検索

を行う必要がある。 

 

 

(2)手続 

 登録異議の申立てをする場合は、所定の事項を記載した登録異議申立書を特許庁長

官に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標法４３条の２（登録異議の申立て）  
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商
標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立
てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役
務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申
立てをすることができる。  
一   その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条
第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二
項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三
項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。  
二   その商標登録が条約に違反してされたこと。  
三   その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標
登録出願に対してされたこと。 

商標法４３条の４（申立ての方式等）  
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書
を特許庁長官に提出しなければならない。  
一   登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所  
二   登録異議の申立てに係る商標登録の表示  
三   登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示  
２   前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変
更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間
の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補
正については、この限りでない。  
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(3)審理 

 通常 3 人の審判官の合議体が審理を行う。書面審理が原則である。 

 

 

(4)取消決定 

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が取消理由のいずれかに該当すると認

めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定をしなければならない。商標登録

を取り消す旨の決定を受けた商標権者は、取消決定の取消を求めて知財高裁に出訴す

ることができる。商標権者が出訴しなかった場合や出訴したものの取消決定が維持さ

れた場合、商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。 

 

(5)維持決定 

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が取消理由のいずれかにも該当しない

と認めるときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。商標登

録を維持すべき旨の決定に対しては不服を申し立てることができないが、登録異議の

申立てと同じ理由でもって商標登録無効審判を請求することができる。 

 

6-2-5. 商標登録無効審判 

 

 類似商標が登録され、商標掲載公報発行の日から二月を経過してしまった場合でも

商標登録無効審判を請求することができる。登録異議の申立てをしたが、商標登録を

維持すべき旨の決定がされた場合も同様である64。 

 しかし、無効理由の中には 5 年の除斥期間を有するものがあるので、そのような無

効理由に基づく商標登録無効審判の請求は登録から 5 年以内にしなければならない。

商標法 3条や商標法 4条 1項 11号に係る無効理由は除斥期間を有するので注意が必要

である。 

 

 

                                                      
64 商標法 46条 2 項の利害関係人に該当する。 

商標法４３条の３（決定）  
登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合
議体が行う。  
２   審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当
すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定（以下「取消
決定」という。）をしなければならない。  
３   取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつ
たものとみなす。  
４   審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当
すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければ
ならない。  
５   前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 
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6-3. 防御 

 

6-3-1. 登録異議の申立て 

 

 自社の登録商標に対して登録異議の申立てがされた場合、登録異議申立書の副本が

送付される。登録異議申立書の【申立ての理由】欄には登録異議の申立て理由が記載

される。このとき、上申書を提出して意見を述べてもよいが、何もしなくてもよい。 

 商標登録を維持すべき旨の決定の謄本が送達された場合には、何らの手続を要する

ことなく事件は終了する。一方、審判長から取消理由が通知された場合には、意見書

を提出する機会が与えられる。取消理由通知書の発送日から通常 40日以内に意見書を

提出する必要がある。意見書を提出したにも関わらず商標登録を取り消すべき旨の決

定の謄本の送達を受けたときには、知財高裁に出訴することができる。 

 

6-3-2. 商標登録無効審判 

 

(1)答弁書 

 自社の登録商標に対して商標登録無効審判が請求された場合、審判請求書の副本が

送達されるとともに答弁書を提出する機会が与えられる。審判請求書の副本の発送日

から通常 40日以内に答弁書を提出する必要がある。答弁書を提出しないからといって

必ずしも請求が認容されるとは限らないが、答弁書を提出することが望ましい。 

 

(2)審決 

 答弁書を提出したにもかかわらず請求を認容する旨の審決の謄本の送達を受けたと

きには、30日以内に知財高裁に出訴することができる。請求を認容する旨の審決が確

定すると、商標権は原則として初めから存在しなかったものとみなされる。ただし、

後発的無効理由(商標法 46 条 1 項 5 号・6 号・7 号)による場合は、該当するに至った

時から存在しなかったものとみなされる。 

 請求を棄却する旨の審決があった場合には、請求人が審決取消訴訟を提起する可能

性がある。 
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6-3-3. 不使用取消審判 

 

(1)答弁書 

 自社の登録商標に対して不使用取消審判が請求された場合、審判請求書の副本が送

達されるとともに答弁書を提出する機会が与えられる。審判請求書の副本の発送日か

ら通常 40日以内に答弁書を提出する必要がある。 

 商標登録の取消を免れるためには 1)不使用取消審判が請求された指定商品若しくは

指定役務65について三年以内に登録商標の使用をしたことまたは 2)使用をしなかった

ことについて正当な理由があることを証明しなければならない。 

 

(2)使用証明書 

 「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又

は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについ

ての登録商標の使用をしていること」を証明しなければならない。具体的には製品・

包装、カタログ・パンフレット・広告、取引書類等の原本・写し・写真等を提出する

ことが考えられる。 

 

(a)三年以内 

 不使用取消審判が請求されると登録原簿にその旨が記載される。これを予告登録と

                                                      
65 不使用取消審判は指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 

商標法４６条（商標登録の無効の審判）  
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効に
することについて審判を請求することができる。この場合において、商標
登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又
は指定役務ごとに請求することができる。  
一   その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条
第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二
項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三
項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。  
二   その商標登録が条約に違反してされたとき。  
三   その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標
登録出願に対してされたとき。  
四   その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者
の商標登録出願に対してされたとき。  
五   商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項に
おいて準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することが
できない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつ
たとき。  
六   商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号
から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するも
のとなつているとき。  
七   地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合
等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構
成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広
く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでな
くなつているとき。 
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いう。予告登録の登録日からさかのぼって三年以内に登録商標の使用をしていなけれ

ばならない。そのため登録商標の使用をした書類等には可能な限り作成年月日を記載

すべきである。 

 

(b)使用者 

 登録商標は商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用をすればよ

い。通常使用権者は未登録であっても構わない。 

 

(c)指定商品又は指定役務 

 不使用取消審判が請求された指定商品又は指定役務の少なくとも一つについて使用

をしていれば取消を免れることができる。請求人は使用が証明された指定商品又は指

定役務についてのみ請求を取り下げることはできない。ただし、指定商品又は指定役

務と類似する商品又は役務についての使用は登録商標の使用ということができない。

また、ノベルティ・グッズについての使用は商標としての使用とは認められない。 

 

(d)登録商標の使用 

 登録商標に類似する商標の使用は登録商標の使用ということができない。ただし、

社会通念上登録商標と同一と認められる商標の使用は登録商標の使用と認められる。 

 

審判便覧 53-01 登録商標の使用と認められる事例 
①書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標 
 (例 1) 活字体による書体（清朝、明朝、ゴシック等）の相互間の使用 
 (例 2) 筆記体による書体（かい書、行書、草書等）の相互間の使用 
 (例 3) 活字体による書体と筆記体による書体の相互間の使用 
 (例 4) 漢字の正字と略字の相互間の使用 
 (例 5) ローマ字の大文字と小文字の相互間の使用 
②平仮名の文字の表示を変更するものであって同一の称呼及び観念を生 
 ずる商標 
 (例 1) 平仮名と片仮名の相互間の使用 
 (例 2) 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用 
③外観において同視される図形からなる商標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④その他社会通念上同一と認められる商標 
 (例 1) 称呼及び観念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相 
    互間の使用 
 (例 2) 登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び 
    下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用 
 (例 3) 縦書きによる表示態様とこれに対応すると認められる左横書き 
    又は右横書き（ローマ字にあっては、右横書きを除く）による 
    表示態様の相互間の使用 
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 企業の商標担当者は自社の登録商標がどのような形で使用をされているかを常に把

握しておく必要がある。登録商標と社会通念上同一とは認められない商標の使用をし

ている場合には、その商標について新たに商標登録出願をすべきである。 

 

審判便覧 53-01 登録商標の使用と認められない事例 
①平仮名と片仮名の相互間の使用 
 (例)外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異 
  な観念が生ずるとき 
    チョコ［チョコレートの略称］⇔ちょこ［猪口］ 
②平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用 
 (例) 同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名とローマ字 
  のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用 
    ピース（ぴーす）［平和、小片］⇔ｐｅａｃｅ［平和］ 
                   ⇔ｐｉｅｃｅ［小片］ 
③その他社会通念上同一と認められない商標 
 (例 1)同一の称呼を生ずる場合があって、平仮名及び片仮名と漢字のい 
   ずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用 
    ききょう（キキョウ）⇔桔梗 
              ⇔帰郷 
 (例 2)称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用 
    虹⇔ｒａｉｎｂｏｗ 
 (例 3)一定の観念を生ずる文字と当該観念を表すものと認められる図形 
   による表示態様の相互間の使用 
 
 
 
 
 
 (例 4)一定の観念を生ずる図形と当該観念を表すものと認められる図形 
   （外観において同視される図形を除く）による表示態様の相互間の 
   使用 
 
 
 
 
 

商標法７０条（登録商標に類似する商標等についての特則）  
第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一
条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十
二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十
四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、
色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると
認められるものを含むものとする。 
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(e)駆け込み使用 

 審判の請求がされることを知った後であって、審判の請求前三月から審判請求の登

録の日までの間にされた使用は駆け込み使用であるとして登録商標の使用に該当しな

いものとされる。ただし、その期間に登録商標の使用をすることについて正当な理由

がある場合は登録商標の使用であるとされる。 

 

 

 駆け込み使用の正当な理由として審判便覧 53-01には以下の二点が例示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標法５０条（商標登録の取消しの審判）  
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用
権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみ
に変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の
文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商
標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社
会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用
をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録
を取り消すことについて審判を請求することができる。  
２   前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録
前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者
のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての
登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、
その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、
その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないこと
について正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限
りでない。 

商標法５０条（商標登録の取消しの審判）  
３   第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間
に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれ
かがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をし
た場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知
つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一
項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録
商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らか
にしたときは、この限りでない。 

① 使用者に、請求人による審判請求の意思を知る以前から登録商標の使用
について明確な使用計画があったとき 
② 商品や営業の許認可等の制限のため駆け込み期間に使用せざるを得な
かったとき 
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(3)不使用の正当な理由 

 三年間不使用であっても、それについて正当な理由があれば商標登録の取消を免れ

ることができる。 

 

 

(4)審決 

 商標登録を取り消す旨の審決の謄本の送達を受けたときには、30日以内に知財高裁

に出訴することができる。商標登録を取り消す旨の審決が確定すると、商標権は審判

請求の登録の日にさかのぼって消滅する(商標法 54条 2 項)。不使用取消審判が登録商

標に係る一部の指定商品又は指定役務について請求された場合には、当該指定商品又

は指定役務が登録原簿から削除されるが、その他の指定商品又は指定役務について商

標権は存続する。 

 請求を棄却する旨の審決があった場合には、請求人が審決取消訴訟を提起する可能

性がある。 

 

6-3-4. 不正使用取消審判等 

 

表 10 当事者系審判 

条 規定内容 

46条 商標登録の無効の審判(商標登録無効審判) 

50条 商標登録の取消しの審判(不使用取消審判) 

51条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) 

52条の 2 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)) 

53条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)) 

53条の 2 商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 小野昌延=三山俊司『新・商標法概説』(青林書院・2013年)515頁。 

不使用の正当な理由の例66 
①地震、台風、その他の天災地変 
②類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失に基づくもの 
③法令による全面的禁止、許認可手続の遅延その他の公権力の発動にかか
るもの 
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(1)不正使用取消審判(商標権者) 

 商標権者が、登録商標に類似する商標の使用であって品質の誤認や出所の混同を生

じさせるものを故意にしたときは、何人も不正使用取消審判(商標権者)を請求するこ

とができる。品質の誤認や出所の混同を生じさせた指定商品又は指定役務だけではな

く商標登録全体が取り消される。 

 

 

(2)不正使用取消審判(移転) 

 商標権が移転された結果、類似する登録商標を有する複数の商標権者のうち一の商

標権者が、登録商標の使用であって他の商標権者等と出所の混同を生じさせるものを

不正競争の目的でしたときは、何人も不正使用取消審判(移転)を請求することができ

る。被請求人は譲渡人であるか譲受人を問わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標法５１条 
商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似す
る商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務
についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品
質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同
を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについ
て審判を請求することができる。  
２  商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨
の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係
る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につ
いて、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受ける
ことができない。 

商標法５２条の２ 
商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類
似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しく
は類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた
場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定
商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混
同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことにつ
いて審判を請求することができる。  
２  第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。 
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(3)不正使用取消審判(使用権者) 

 専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はこれに類似する商標の使用であっ

て品質の誤認や出所の混同を生じさせるものをしたときは、何人も不正使用取消審判

(使用権者)を請求することができる。商標権者には、専用使用権者又は通常使用権者

に対して定期的に監査を行ったり報告をさせたりする管理監督義務がある。 

 

 

(4)不当登録取消審判(代理人等) 

 代理人等が、正当な理由なく商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその商

標又はその商標に類似する商標について商標登録出願をしたときは、商標に関する権

利を有する者は不当登録取消審判(代理人等)を請求することができる。 

 

 

 

商標法５３条 
専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに
類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の
使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商
品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録
を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標
権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたとき
は、この限りでない。  
２  当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者で
あつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商
標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなけ
れば、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似す
る商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標につ
いての商標登録を受けることができない。  
３  第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。 

商標法５３条の２ 
登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約
の締約国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。）を有
する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に
係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品
又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由
がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理
人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは
代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権
利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求するこ
とができる。 
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6-4. 更新登録 

 

 

6-4-1. 手続 

 

 

 商標法 20条 3 項の期間に更新登録の申請をする場合は、倍額の割増登録料を支払わ

なければならない。 

 

 

 

商標法１９条（存続期間）  
商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。  
２   商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新するこ
とができる。  
３   商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、
その満了の時に更新されるものとする。 

商標法２０条（存続期間の更新登録の申請）  
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を特許庁長官に提出しなければならない。  
一  申請人の氏名又は名称及び住所又は居所  
二  商標登録の登録番号  
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項  
２  更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日まで
の間にしなければならない。  
３  商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることがで
きないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月
以内にその申請をすることができる。  
４  商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期
間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時に
さかのぼつて消滅したものとみなす。 

商標法２１条（商標権の回復）  
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者
は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に
その申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由
がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申
請をすることができる。  
２  前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その
満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。 
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図 46 更新登録の申請 

 

 更新登録の申請の際に、区分の数を減じることもできる。 

 

 

図 47 商標権存続期間更新登録申請書(特許庁「産業財産権登録の実務 平成 26年度」

22頁) 
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6-4-2. 登録料67 

 

 

                                                      
67 特許庁「産業財産権関係料金一覧（2016年 4 月 1 日時点）」。 
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm 
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7. 商標権の活用 
 

7-1. 担保 

 

7-1-1. 全体像 

 

 
図 48 資金調達の評価対象となった知的財産68 

 

 

図 49 知財ビジネス評価書69 

                                                      
68 帝国データバンク「平成 25年度 中小企業等知財支援施策検討分析事業(中小企業の知的財産活動に関

する基本調査)報告書」(2014年)119頁。特許発明はそれ自体価値を有するが、登録商標は業務上の信用

が化体して初めて価値を有するようになる。 
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/h25_chusho_chizai.htm 
69 知財金融ポータルサイト。http://chizai-kinyu.go.jp/ 
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 知財ビジネス評価書作成支援を柱とする中小企業知的財産金融促進事業は 2015 年

度から 2018年度までの期間限定事業である。提携調査会社が作成する知財ビジネス評

価書の作成費用 30 万円は特許庁が負担する。2019年度以降は民間に引き継ぐことを

特許庁は期待する。 

 

 

 

 一方、都内の銀行系調査機関関係者は「今後金融機関が独自に導入する
のは難しい。非常に高リスク（高金利）な企業でない限り、融資で得られ
る金利に対して、この作成費用は見合わない」と指摘する。例えば 30万円
の作成費用は融資額 3000万円の 1%分にも相当する。 
 作成者側は正反対の意見だ。ある受託者は「特許庁の仕様で 30万円は安
過ぎる」と言い切る。ただ「金融機関との関係を構築し、優良な中小企業
顧客の開拓につなげられれば」との本音も漏れる。実際、知財に目覚めた
中小企業から直接依頼も増えたという。 
 
SankeiBiz【活かせ！知財ビジネス】期限近づく特許庁の金融機関支援事業
(2017年 5 月 26日) 
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7-1-2. 事例 

 

 

図 50 岐阜信用金庫ニュースリリース 

 

 

 



商標手続総論(大塚) 

 88 

 

図 51 名古屋銀行ニュースレター 
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図 52 広島銀行ニュースリリース70 

 

                                                      
70 地域支援機関とは広島県発明協会等である。 
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7-2. 使用許諾 

 

7-2-1. 種類 

 

 商標法に規定されるのは専用使用権と通常使用権であるが、登録を要することなく

独占性を担保する独占的通常使用権が許諾されることもある。使用権を設定又は許諾

する側をライセンサー、使用権の設定又は許諾を受ける側をライセンシーという。 

 

 

 

 

 

 使用権の設定又は許諾に当たっては、地域・期間・使用態様・指定商品又は指定役

務の範囲を定めることができる。 

 

 

 

 

商標法２５条（商標権の効力）  
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を
専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専
用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、
この限りでない。 

商標法３０条（専用使用権）  
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。た
だし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商
標に係る商標権については、この限りでない。  
２   専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は
指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 

商標法３１条（通常使用権）  
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができ
る。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権について
は、この限りでない。  
２   通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は
指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 

 使用権の種類 

  専用使用権 

  通常使用権 － 独占的通常使用権(独占性を担保する特約) 

 使用権の範囲 

  地域        ：(例)関西のみ 

  期間        ：(例)三年間 

  使用態様      ：(例)譲渡(販売)のみ 

  指定商品又は指定役務：複数の指定商品又は指定役務の一部のみ 
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 使用権を設定または許諾することができるのは、指定商品又は指定役務についての

登録商標の使用すなわち専用権の範囲における使用であって、登録商標に類似する商

標の使用すなわち禁止権の範囲における使用ではない71。 

 

 

図 53 専用権と禁止権 

 

7-2-2. 専用使用権 

 

 

 専用使用権は特許庁の登録原簿に登録しなければ効力を発生しない(商標法 30 条 4

項により準用される特許法 98条 1 項 2 号)。専用使用権は設定行為によって設定した

範囲について登録商標の使用を専有することができる権利であり(商標法 30 条 2 項)、

商標権者といえども設定した範囲については登録商標の使用をすることができない。

なお、同じ範囲に対して複数の専用使用権を設定することはできない。 

 

                                                      
71 実務上、禁止権の範囲における使用であっても通常使用権が許諾されている場合がある。 

商標法３０条（専用使用権）  
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。た
だし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商
標に係る商標権については、この限りでない。  
２   専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は
指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 

禁止権 

 

 

 

 

 

商標法 37条 1 号 

専用権 

商標法 

25条 
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図 54 専用使用権 

 

 

 専用使用権者は専用使用権を侵害する者に対して差止請求や損害賠償請求をするこ

とができる。 

 

7-2-3. 通常使用権 

 

 

 通常使用権は許諾により効力を発生する。特許庁の登録原簿への登録は効力発生要

件ではなく、第三者対抗要件である(商標法 31条 4 項により準用される特許法 99条 1

項)。商標権・専用使用権が移転した場合・専用使用権が新たに設定された場合等にお

いて、登録のない通常使用権はこれに対抗することができない。とはいえ、通常使用

権が登録されることはまれである。商標権者又は専用使用権者は、同一の範囲に対し

て複数の通常使用権を許諾することができる。 

 通常使用権者は商標の使用をする者に対して差止や損害賠償を請求することはでき

ない。 

 

 

 

 無制限          ：専用権の全部 

 地域・期間・使用態様を制限：専用権の一部 

 指定商品又は指定役務を制限：専用権の一部 

商標法３１条（通常使用権）  
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができ
る。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権について
は、この限りでない。  
２   通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は
指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 

禁止権 

専用権 

専用 
使用 
権 
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7-2-4. 独占的通常使用権 

 

 他人に同じ範囲の通常使用権を重ねて許諾しない旨の特約を有する通常使用権であ

る。独占的通常使用権者は商標の使用をする者に対して差止を請求することはできな

いが、損害賠償を請求することはできる。 

 

7-2-5. ロイヤルティ 

 

 ロイヤルティとは使用許諾に対する対価であってライセンス料ともいう。 

 

 

 

 ロイヤルティの支払方式 

 ①一 括 方 式：一時に支払う。 

 ②ランニング方式：売上高に料率を乗じた金額を一定期間ごとに支払う。 

           売上高と料率の連動 

           期間と料率の連動 

           最低額(ミニマム・ロイヤルティ)の設定 

           最高額(マキシマム・ロイヤルティ)の設定 

 ③一括+ランニング方式：契約時に一定額を支払い、その後はランニング方式 
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7-3. 譲渡 

 

7-3-1. 移転 

 

 商標権の移転は登録が効力発生要件である(商標法 35条により準用される特許法 98

条 1 項 1 号)。商標権の移転は他社から譲渡の申出を受けて行われる場合が多い。 

 

 

 

(1)分割 

 二以上の指定商品又は指定役務を有する商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割

することができる。自社における商標権管理の便宜に供することができる。また、無

効審判請求を受けた場合に無効理由を有する指定商品又は指定役務とこれを有しない

指定商品又は指定役務に分割することができる。 

 

 

(2)分割移転 

 分割移転とは二以上の指定商品又は指定役務を有する商標権を指定商品又は指定役

務ごとに分割して移転することをいう。商標権を分割したうえで移転することももち

ろん可能であるが、分割移転においては分割と移転が一の手続で完了する。 

 

 

 

 

 

商標法３５条（特許法 の準用）  
特許法第七十三条 （共有）、第七十六条（相続人がない場合の特許権の消
滅）、第九十七条第一項（放棄）並びに第九十八条第一項第一号及び第二項
（登録の効果）の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第
九十八条第一項第一号 中「移転（相続その他の一般承継によるものを除
く。）」とあるのは、「分割、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）」
と読み替えるものとする。 

特許法９８条（登録の効果）  
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。  
一  特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、信託によ
る変更、放棄による消滅又は処分の制限  
２  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許
庁長官に届け出なければならない。 

商標法２４条（商標権の分割）  
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商
品又は指定役務ごとにすることができる。  

商標法２４条の２（商標権の移転）  
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商
品又は指定役務ごとに分割してすることができる。  
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 （類似商標の一部移転）     （同一商標の分割移転） 

    Ａ                       Ａ 

  甲 Ａ’       乙    甲 Ａ －分割→ （Ｘ）      乙 

    Ａ’’ →  Ａ’’      （Ｘ，Ｙ）    Ａ  →  Ａ 

  （Ｘ，Ｙ）  （Ｘ，Ｙ）             （Ｙ）   （Ｙ） 

  

  甲：譲渡人 乙：譲受人 

  Ａ、Ａ’、Ａ’’：商標 Ｘ、Ｙ：指定商品又は指定役務 

  グレーは商標権が乙に移転し、甲のもとには存しないことを示す。 

図 55 商標権の移転 

 

(3)混同防止 

 

 

 ①混同防止表示請求 

 

 

 ②不正使用取消審判(移転) 

 

表 11 当事者系審判 

条 規定内容 

46条 商標登録の無効の審判(商標登録無効審判) 

50条 商標登録の取消しの審判(不使用取消審判) 

51条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) 

52条の 2 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)) 

53条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)) 

53条の 2 商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)) 

 混同防止 

 ①混同防止表示請求(商標法 24条の 4) 

 ②不正使用取消審判(商標法 52条の 2) 

商標法２４条の４（商標権の移転に係る混同防止表示請求）  
商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類
似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しく
は類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた
場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常
使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登
録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商
標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害される
おそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者
は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に
対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務
に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求
することができる。 
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7-3-2. 価格 

 

(1)不使用商標の場合 

 不使用商標を譲渡する場合は、商標権の取得と維持に要した費用に基づいて譲渡価

格を決定するときが多い72。特許庁に支払う手続料金や特許事務所に支払う手数料は

区分の数に応じて変わってくる。商標権の存続期間の長短も譲渡価格に影響する。 

 なお、一部の指定商品又は指定役務について使用をしており、使用をしていない指

定商品又は指定役務について商標権を譲渡する場合は、自己の業務に係る商品又は役

務と譲受人の業務に係る商品又は役務との混同が生じないように十分な検討が必要で

ある。 

 

 商標権の分割を行うと商標登録番号に枝番が付される。ヤマハ株式会社が有する登

録商標「ARMS/アームズ」(商標登録第 2706684号)は分割後に移転され、ヤマハ株式

会社が有する商標登録第 2706684-1号(家庭用テレビゲームおもちゃ等を除くおもちゃ

等)と任天堂株式会社が有する商標登録第 2706684-2号(家庭用テレビゲームおもちゃ

等)となった73。 

 

(2)使用商標の場合 

 使用商標を譲渡することは多くない。使用商標の譲渡価格は商標権を譲渡すること

によって商標権者に生じる損失を基に決定される場合が多い。使用商標とは異なる新

たな商標の使用を開始しなければならないという有形の損失と使用商標に蓄積された

業務上の信用を喪失することによる無形の損失がある。したがって、使用商標の譲渡

価格を一律に論じることはできないが、不使用商標の場合と比較して相当程度高額に

なることは当然である。 

 

 

                                                      
72 概ね数十万円、高くても 100万円以内であろう。 
73 特許情報プラットフォームにて商標登録第 2706684号の「経過情報」を参照。 

商標法５２条の２ 
商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類
似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しく
は類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた
場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定
商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混
同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことにつ
いて審判を請求することができる。 
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8. 被侵害 
 

8-1. 要件 

 

8-1-1. 監視 

 

 検索エンジン等を活用して自社の登録商標又はこれに類似する商標の使用がされて

いないかを定期的に監視する。また、自社の営業担当者や取引先からの情報を活用す

る。お客様相談窓口に寄せられる情報にも注意する。 

 

8-1-2. 効力 

 

 

図 56 専用権と禁止権 

 

表 12 専用権(商標法 25条)と禁止権(商標法 37条 1 号) 

 商標 

同一 類似 非類似 

商品又は

役務 

同一 商標法 25条 商標法 37条 1号前段 非侵害 

類似 商標法 37条 1 号後段 商標法 37条 1号後段 非侵害 

非類似 非侵害 非侵害 非侵害 

 

 

商標法２５条（商標権の効力）  
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を
専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専
用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、
この限りでない。 

禁止権 

 

 

 

 

 

商標法 37条 1 号 

専用権 

商標法 

25条 
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(1)専用権(商標法 25条) 

 指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利である。商標の使用

について商標法 2 条 3 項に定義規定がおかれている。 

 

表 13 商標法 2 条 3 項 

条 項 号 規定内容 対象 

2 条 3項 

1 号 標章を付する行為 商品 

2 号 譲渡等する行為 商品 

3 号 標章を付する行為 役務 

4 号 役務を提供する行為 役務 

5 号 展示する行為 役務 

6 号 役務の提供に係る物に標章を付する行為 役務 

7 号 映像面に標章を表示して役務を提供する行為 役務 

8 号 広告等に標章を付して展示等する行為 商品役務 

9 号 音の標章を発する行為 商品役務 

10号 政令委任 未定 

 

商標法３７条（侵害とみなす行為）  
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。  
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使
用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての
登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、そ
の商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したも
のを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為  
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当
たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する
商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又
は輸入する行為  
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当
たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する
商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行
為  
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又
はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為  
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標
又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若し
くは引渡しのために所持する行為  
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせる
ために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入
する行為  
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにの
み用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為 
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 (2)禁止権(商標法 37条 1 号) 

 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(商標法 37 条

1号前段)又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録

商標若しくはこれに類似する商標の使用(商標法 37条 1号後段)は商標権を侵害するも

のとみなされる。 

 禁止権の範囲は他人の使用を禁止することができるにとどまるのであって、商標権

者が積極的に使用をすることができるというわけではない。 

 

(3)間接侵害(商標法 37条 2 号～8 号) 

 

表 14 商標法 37条 

条 項 号 規定内容 

37条  

1 号 禁止権(直接侵害) 

2 号 所持(商品)74 

3 号 所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)75 

4 号 譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供

する物)予備的76 

5 号 所持(商標を表示する物)77 

6 号 譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的78 

7 号 製造又は輸入(商標を表示する物) 

8 号 製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するため

にのみ用いる物)79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
74 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標法 2 条 3 項 2 号)。そのた

め商標法 37条 2 号においては所持のみが規定される。 
75 飲食店の食器等。 
76 商標法 37条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。 
77 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37条 2 号。 
78 商標法 37条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。 
79 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備行為のさらに予備行為。 
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(4)防護標章 

 

 

 

図 57 防護標章 

 

表 15 防護標章 

 商標 

同一 類似 非類似 

商品又は

役務 

同一 商標法 25条 商標法 37条 1号前段 非侵害 

類似 商標法 37条 1 号後段 商標法 37条 1号後段 非侵害 

非類似 商標法 67条(防護標章) 非侵害 非侵害 

 

表 16 商標法 67条 

条 項 号 規定内容 

67条  

1 号 使用(商品役務) 

2 号 所持(商品) 

3 号 所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物) 

4 号 譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供

する物)予備的 

5 号 所持(登録防護標章を表示する物) 

6 号 譲渡、引渡し又は所持(登録防護標章を表示する物)予備的 

7 号 製造又は輸入(登録防護標章を表示する物) 

 

                                                      
80 とはいえ、防護標章登録ができれば登録商標に著名性が認められたということであるから、不正競争

防止法 2 条 1 項 1 号 2 号の活用も容易になろう。 

 防護標章 

 商標権の禁止権の範囲の拡張(ただし、きりがない80。) 

Pansonic 

のテレビ 

Panasonic 

のチョコ 
Panasonic 

のテレビ 

Pansonic 

のチョコ 

登録商標 

(著名) 

防護標章 

(禁止権のみ) 
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8-1-3. 制限 

 

(1)商標法 26条 

 商標法 26条は商標権の効力が及ばない範囲を規定する。 

 

表 17 商標法 26条 

条 項 号 規定内容 

26条 

1 項 

1 号 肖像、氏名、雅号、芸名、筆名 

2 号 (記述的商標) 

商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形

状、生産方法・時期、使用方法・時期、その他特徴、数量、価格 

3 号 (記述的商標) 

役務の普通名称、提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用

途、態様、提供方法・時期、その他特徴、数量、価格 

4 号 慣用商標 

5 号 商品等が当然に備える特徴(政令委任) 

(立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供

する物の立体的形状、色彩又は音)) 

6 号 (商標的使用・商標としての使用) 

何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが

できる態様により使用されていない商標 

2 項  1項 1 号の例外規定(登録後の不正競争目的) 

3 項 

1 号 (特定農林水産物等名称保護法81)地理的表示を付する行為 

2 号 (特定農林水産物等名称保護法) 地理的表示を付したものを譲渡

し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又

は輸入する行為 

3 号 (特定農林水産物等名称保護法) 送り状に地理的表示を付して展

示する行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 農林水産省「地理的表示保護制度(GI)」。 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html 
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(2)先使用権 

 商標登録出願時において既に周知となっている商標については、商標権の効力が及

ばない。商標権者は混同防止表示を請求することができる。商標法 32条における周知

性は商標法 4 条 1 項 10号における周知性よりも緩やかに解されている。 

 

 

 

図 58 産経新聞 2016年 11月 10日付け夕刊 

 

商標法３２条（先使用による商標の使用をする権利）  
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商
標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若
しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結
果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二
第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用
する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定に
より、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされ
たときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にそ
の商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間
に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務につ
いてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の
使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 
２  当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をす
る権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務
に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求
することができる。 
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(3)その他 

 

(a)禁止権が制限される場合 

 

①回復した商標権の効力の制限(商標法 22条) 

②通常使用権(商標法 31条) 

③団体構成員等の権利(商標法 31条の 2) 

④先使用による商標の使用をする権利(商標法 32条の 2) 

⑤無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法 33条) 

⑥特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(商標法 33条の 2・33条の 3) 

⑦特許権者等の権利行使の制限(商標法 39条により準用される特許法 104条の 3) 

⑧再審により回復した商標権の効力の制限(商標法 59条・60条) 

 

(b)専用権が制限される場合 

 

①専用使用権(商標法 30条) 

②他人の特許権等との関係(商標法 29条) 

③質権(商標法 34条 1 項) 

④共有に係る特許権(商標法 35条により準用される特許法 73条 2 項) 

 

8-1-4. 商標的使用 

 

 商標的使用に該当しない使用は、商標法 26条 1 項 6 号に該当し、商標権の効力は及

ばない。 

 

 

福岡地飯塚支判昭和 46年 9 月 17日無体裁集 3 巻 2 号 317頁〔巨峰事件〕 
 
 一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく、包装用容器
そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方
に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形
で表わすのが通例であつて、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わ
されている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示
す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受
けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。 
 しかして、先に認定したとおり本件においては、Ａ箱、Ｂ箱共に見易い
位置に見易い形状で「巨峰」又は「ＫＹＯＨＯ」と印刷されており、更に、
「ＢＥＳＴ ＧＲＡＰＥ」又は「ＨＩＧＨ ＧＲＡＰＥ」と印刷されてい
ると共にぶどう葉型の窓から内容物を見ることができるようになつている
のであつて、これらの事実を考えれば、本件Ａ箱、Ｂ箱の「巨峰」「ＫＹＯ
ＨＯ」の各文字は、客観的にみても内容物たるぶどうの商品名の表示と解
するのが相当である。 
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図 59 巨峰事件(図面第一) 
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図 60 巨峰事件(図面第二) 

 

 

図 61 巨峰事件(図面第三) 
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図 62 おもちゃの国事件(別紙、別紙目録) 

 

 

東京地判昭和 48年 1 月 17日判タ 291号 292頁〔おもちゃの国事件〕 
 
ところで、「おもちやの国」「ＴＯＹＬＡＮＤ」は、いずれも幻想のおもち
やばかりの国を想起させる観念をもつものであることに加え、前記認定の
エスカレーターで昇つて来る客に対し、彩色されたアーチ形トンネルを通
つておとぎのおもちやの国に入るような感じ印象を抱かせようとしたもの
であること、また、エスカレーターを通らず階段を利用する客に対しても、
前記各案内板と七階から八階に至る階段の左側に設けられたおとぎの国を
想起させる建物の模型と前記表示とによつて、前記同様のイメージを抱き、
玩具売場内に設けられた前記（三）、（四）認定の表示板と売場に陳列され
た玩具等によつて、おもちやの国に着いたような印象を抱かせようとした
ものであることが推認される。もつとも、前認定（一）の模型建物の中に
は玩具の箱が陳列されており、また、前認定（五）、（六）の案内板には別
紙目録記載（５）の表示のほかに玩具・人形または玩具・人形その他の表
示があり、一般的にはひろく商品玩具との関連において右表示等が用いら
れているものということはできるであろうが、被告の別紙目録記載（１）
から（５）までの表示は、その前認定の使用の態様判断からすれば、いず
れも一種または複数種の特定の商品について、それが定まつた何人かの業
務、本件においては被告の業務にかかるものであることを表示するものと
は断じえないところであり、単に玩具の売場自体を指示するためにのみ用
いられているものと認められるから、商標の使用にはあたらないものとい
うほかはない。 
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図 63 テレビまんが事件(第一目録) 

 

東京地判昭和 55年 7月 11日無体裁集 12巻 2号 304頁〔テレビまんが事件〕 
 
以上の、被告標章一を構成する「テレビまんが」なる語の有する意味内容、
テレビ漫画映画「一休さん」のテレビ放送による放映の事実及び被告標章
一の使用態様に本件口頭弁論の全趣旨を参酌すると、被告標章一は、前記
絵画部分とも相俟つて、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」
のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」
を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキヤラクター
等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないも
のといわなければならず、したがつて、自他商品の識別標識としての機能
を果たす態様で使用されているとは認められない。 
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図 64 テレビまんが事件(第二目録) 
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図 65 テレビまんが事件(第三目録) 
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図 66 ポパイアンダーシャツ事件(第一目録) 

 

大阪地判昭和 51年 2 月 24日無体裁集 8 巻 1 号 102頁〔ポパイアンダーシ
ャツ事件〕 
 
以上の事実に鑑み、被告の製造販売に係るアンダーシヤツの写真であるこ
とに争いのない検甲第一、二号証によると、その複写である別紙第四、五
目録（写真）が示す如く、乙、丙各標章の現実の使用態様は、右各標章を
いずれもアンダーシヤツの胸部中央殆んど全面にわたり大きく、彩色のう
え表現したものである。これはもつぱらその表現の装飾的あるいは意匠的
効果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛いい感じ」などにひかれ
てその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているもの
であり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表
示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認す
る「目じるし」と判断するとは解せられない。 
 これに対し、「本来の商標」すなわち、商品の識別標識としての商標は、
広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、「本来の商標」の性質から
言つて、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。
「本来の商標」がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあ
るが、それが「本来の商標」として使用される限り、世界的著名商標であ
つても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが
現状である。 
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図 67 ポパイアンダーシャツ事件(第四、第五目録) 
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 意匠的使用であっても商標権を侵害するとされた事件である。 

 

 
図 68 HEAVEN 事件(図一) 

 

東京地判平成 2 年 1 月 29日判例工業所有権法 7992頁〔HEAVEN 事件〕 
 
右契約に定められた商品は、ハンカチーフ、ベビーテイーシヤツ、ネクタ
イ、靴下、帽子、スポーツタオル、シヨーツ、エプロンなどであつて、再
使用許諾先は、現に、本件表示を付したこれら商品を販売したものである
ところ、ベビーテイーシヤツの場合、本件表示は、胸部に大きく表示され、
一つの模様として見ることもできるが、それ自体、商品の出所を表示する
機能をも有するものであり、また、織ネームにも、まさに商標として表示
されており、更に、本件表示がグツドバイブレーシヨンズインクの商標で
ある旨記載された証紙が貼布されており、ネクタイの場合、本件表示は、
着用時正面上部に当たる所に表示されているが、それ自体、商品の出所を
表示する機能をも有するものであり、また、タグにも、まさに商標として
表示され、かつ、本件表示がグツドバイブレーシヨンズインクの商標であ
る旨記載されており、帽子の場合、本件表示は、表側面に表示されている
が、それ自体、商品の出所を表示する機能をも有するものであり、その他
の商品の場合も、右と同じような態様で表示されている 
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図 69 POS事件(目録(一)) 

 

 

東京地判昭和 63年 9 月 16日無体集 20巻 3 号 444頁〔POS事件〕 
 
これを本件についてみるに、前掲甲第二ないし第五号証、弁論の全趣旨に
より真正に成立したものと認められる乙第一号証によれば、「ＰＯＳ」とは、
「ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｒｉｅｎｔｅｄ ｓｙｓｔｅｍ」（問題志向システ
ム）、すなわち、【Ａ】が、一九六八年に提唱し、アメリカ合衆国の意欲的
な教育病院で実用化された問題志向型診療記録（ＰＯＭＲ）を作成する方
式で、わが国には【Ｂ】が紹介したものの略語であるところ、被告標章（１）
の「ＰＯＳ実践マニユアル」は、右「ＰＯＳ」によつて診療録を記載する
方法が記述されている被告書籍（１）の題号として、被告標章（２）の「実
践ＰＯＳＱ＆Ａ５０」は、「ＰＯＳ」についての質問と回答を記述している
被告書籍（２）の題号として、被告標章（３）の「ＰＯＮＲの理解 ＰＯ
Ｓによる看護記録の実際」は、「ＰＯＳ」による看護記録の実際について記
述している被告書籍（３）の題号として、被告標章（４）の「ＰＯＳの導
入と実際」は、「ＰＯＳ」導入の実際について記述されている被告書籍（４）
の題号として、いずれも被告書籍の内容を示すために被告書籍の表紙に表
示されているものであつて、出版社である被告の商品であることを識別さ
せるための商標として被告書籍に付されたものではないことが認められ
る。右認定の事実によると、被告標章は、いずれも単に書籍の内容を示す
題号として被告書籍に表示されているものであつて、出所表示機能を有し
ない態様で被告書籍に表示されているものというべきであるから、被告標
章の使用は、前説示に照らし、本件商標権を侵害するものということはで
きない。 
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図 70 BOSS事件(別紙) 

                                                      
82 BOSS商標の譲渡を受けたドイツの紳士服メーカー・ヒューゴボス社が缶コーヒーのノベルティ・グ

ッズとして BOSSジャンのプレゼント・キャンペーンを実施したサントリーを商標権侵害であるとして

訴えた同様の事件があるが、こちらは BOSSジャンにコーヒーとわかる表示を付すことによって和解が

成立した。 
83 ノベルティ・グッズは商標法上の商品ではない。 

大阪地判昭和 62年 8 月 26日無体集 19巻 2 号 268頁〔BOSS事件〕82 
 
これを本件についてみるに、被告は、前記のとおり、ＢＯＳＳ商標をその
製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、前記ＢＯ
ＳＳ商標を附したＴシヤツ等は右楽器に比すれば格段に低価格のものを右
楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品（ノベルテイ）として被告の楽器購
入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右Ｔシヤツ等それ
自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。また、前
記認定の配付方法にかんがみれば、右Ｔシヤツ等はこれを入手する者が限
定されており、将来市場で流通する蓋然性も認められない。 
 そうだとすると、右Ｔシヤツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物た
る商品ではなく83、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと
認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布
製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品
といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権
を侵害するものとはいえない。 
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＊赤色四角：適合メーカーの表示 黄色四角：製造販売者の表示 

図 71 brother事件(乙第 1 号証) 

 

 

 

東京地判平成 16年 6 月 23日判時 1872号 109頁〔brother事件〕 
 
被告製品は，原告の製造に係るファクシミリの特定の機種に用いられるイ
ンクリボンである。ところで，原告の製造に係るファクシミリに使用する
ことができるインクリボンは，原告製のファクシミリにのみ使用すること
ができ，他社製のファクシミリには使用できない。したがって，原告の製
造に係るファクシミリに使用できるインクリボンを販売する者は，消費者
が，他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購
入することがないよう注意を喚起する必要がある。そのために，例えば，
当該インクリボンの外箱等に，原告の製造するファクシミリに使用するた
めのインクリボンである旨を表記することが不可欠となる。 
(2) 判断 
 以上認定した事実を基礎に判断する。 
 当裁判所は，被告標章は，商品を特定する機能ないし出所を表示する機
能を果たす態様で用いられていないので，商標として使用されていないと
判断する。 
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 適合型式の表示であっても商標権を侵害するとされた事件である84。 

 

 

 
図 72 SVA 事件85 

                                                      
84 被告は SVA-○○○という型式の他社製ポンプに使用する部品を販売した。「SVA」は他社の有する登

録商標である。「SVA-○○○用」と記載していれば商標権侵害を免れたかもしれない。 
85 田広志「商標的使用の法理（SVA 事件）」知財管理 Vol.57 No.11(2007年)1743頁。 

大阪地判平成 17年 7 月 25日判時 1926号 130頁〔SVA 事件〕 
 
乙第１ないし第４号証の各１ないし７、第５号証及び弁論の全趣旨によれ
ば、被告は、別紙物件目録記載の物件の譲渡に関して、顧客に対する納品
書、請求書に、「品名ＦＩＲＥ，Ｇ．Ｓ．ＰＵＭＰ」「型式ＶＳＫ－１２０
Ｎ」、商品を入れた袋に貼付するシールに「品名０１４００ ＩＭＰＥＬＬ
ＥＲ」「名称ＭＡＩＮ．ＣＯＯＬ’Ｓ．Ｗ．ＰＵＭＰ」「型式ＳＶＡ－２０
０」のようにして、型式名として被告各標章を表示していることが認めら
れる。(略) 
したがって、ある商標が、商品の型式名として使用されている場合であっ
ても、そのこと故に、これが自他識別機能・出所表示機能を有しないとい
うものではない。なぜならば、需要者が、当該型式名の商品について、特
定の出所に係る商品であると認識するならば、その型式名すなわち商標が、
出所を表示しているということになるのであって、このように、需要者に
おいて、型式名に基づいて、特定の出所を認識することは可能だからであ
る。 
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8-1-5. その他 

 

(1)越境侵害 

 商標権の効力は日本国の領域内に限られる。一方、インターネットの世界において

国境は意味をなさない。日本国の領域外におかれたサーバーから商標権を侵害する情

報が発信されていたとしても我が国の商標権の効力は原則として及ばない。 

 しかし、米国には米国の領域外におかれたサーバーから発信された情報に米国の商

標権を侵害するものが含まれている場合、米国の顧客からの申込を受け付けてはなら

ないとする裁判例88が存在する。我が国では、不使用取消審判の請求認容審決に対す

る審決取消訴訟において、米国におかれたサーバーから発信された情報に我が国の登

録商標が含まれていたとしても英語によって表示されており我が国の顧客を対象とす

るものではなく、したがって登録商標の使用に当たらないとする裁判例89が存在する。 

 なお、WIPOは 2001年に「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所

有権の保護に関する共同勧告」を採択している90。これによると、インターネット上

のサーバーにおかれた情報が特定の国の国民を対象としないことを宣言すれば(ディ

スクレーマー)、商標権侵害を免れることができるとする(共同勧告 12条)91。 

 

                                                      
86 本事件は中華そば専門店「天下一品」のフランチャイズ本部としての運営を事業内容とする株式会社

天一食品商事とは無関係である。 
87 これに対してマクドナルドやスターバックスの持帰り品は商標法上の商品である。 
88 Playmen事件。 
Playboy Enterprises lnc. V. Chuckleberry Publishing, Inc.,Tattilo Editrice,S.p.A.,Publishers Distributing 
Corporation, and Arcata Publication Group, lnc DC SNY. June 19,1996 
89 知財高判平成 17年 12月 20日判時 1922号 130頁〔PAPA JONES事件〕。 
90 特許庁「『インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告』につ

いて」。http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/1401-037.htm 
91 日本語によって記載されていれば日本の国民を対象とすることは明らかであろう。 

東京高判昭和 63年 3 月 29日無体集 20巻 1 号 98頁〔天一事件〕86 
 
しかしながら、商標法において「商標」とは、標章（文字、図形若しくは
記号、若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合）であつて、業と
して商品を生産し加工し証明し又は譲渡する者がその商品について使用を
するものであり（商標法二条一項）、使用される自己の特定の商品を他の商
品から識別するためのものである。そして、商標法は、この商標を保護す
ることによつて、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もつて
産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする
（同法一条）ものであるから、商標法における「商品」は、商取引の目的
物として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを
目的として生産される有体物であると解すべきである。そうであれば、前
記一認定（原判決二二枚目裏一行目ないし二三枚目表八行目の、被控訴人
店舗で提供され、その場で消費されるものはもとより、被控訴人店舗にお
いて飲食した顧客からの注文で例外的に一人前ないし数人前の和食料理を
折り箱に詰めて持帰り用として有償で提供する場合の料理物の折詰や、右
顧客が料理の残り物を折り箱に入れて持ち帰る場合の右残り物を入れた折
詰は、店頭において料理物の折詰を継続的又は反覆的に販売し営業する場
合と異なり、いわばその場で消費されるものに準ずるもの87であつて、一
般市場で流通に供されることを目的として生産された有体物ということは
できないから、商標法における商品には当たらないというべきである。 
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(2)並行輸入 

 

 

図 73 並行輸入の概念図 

 

 

(3)廃棄商品 

 

 

大阪地判昭和 45年 2 月 27日無体裁集 2 巻 1 号 71頁〔パーカー事件〕 
 
そうだとすれば、前述のように原告の輸入販売しようとするパーカー社の
製品と被告の輸入販売するパーカー社の製品とは全く同一であつて、その
間に品質上些かの差異もない以上、「ＰＡＲＫＥＲ」の商標の附された指定
商品が原告によつて輸入販売されても、需要者に商品の出所品質について
誤認混同を生ぜしめる危険は全く生じないのであつて、右商標の果す機能
は少しも害されることがないというべきである。 

大阪地判平成 7 年 7 月 11日判時 1544号 110頁〔Y's 事件〕 
本件サンプル品は、その製作時期に照らし、いずれも平成四年一一月二〇
日にワイズグループが本件旧品とともに全公研に対して廃棄処分を依頼し
た商品（上代価格合計約二億円相当）の一部であって、何らかの理由で何
者かの手に渡り、これを取得した水原から被告が買受けたものと認めざる
をえない。（略） 
（五）以上によれば、被告商品は、いずれもワイズグループが製造し、適
法に被告使用標章を付したものではあるが、被告商品のうち、本件サンプ
ル品を含むサンプル品及び本件キズ物を含むキズ物は、当初から原告の意
思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められず、その他の相当数の
商品は、いったんは原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものの、回
収されて本件旧品の一部として廃棄処分の対象となったものであり、その
後再び原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものと認めるに足りる証
拠はないから、結局、被告が被告商品のうち相当数の本件サンプル品を含
むサンプル品、本件キズ物を含むキズ物、本件旧品をゼンモール外二、三
社にいったん売却し消費者に小売りした行為は、適法とはいえず、原告の
別紙第一物件目録一、三及び六記載の商標に係る商標権を侵害する不法行
為を構成するものといわなければならない（なお、被告の過失については、
商標法三九条、特許法一〇三条により推定される）。 

外国 日本国 

商標権者又は 

同視しうる者 

並行輸入業者 

商標権者 

正規輸入 

並行輸入 

②内外権利者の 

同一 

商品 

商品 

①
真
正
商
品 ＝ 

③
品
質
の
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一 

①から③はフレッドペリー事件による並行輸入が実質的違法性を欠くための三要件 
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(4)剥奪抹消 

 商標法にはこれを規律する条文は存在しない。しかし、他人の登録商標を剥奪抹消

して代わりに自己の標章を付したような場合には、不法行為又は不正競争行為と解す

る余地がある。 

 

 

 

(5)改造 

 

 

                                                      
92 品質保証機能であろう。 

民法７０９条（不法行為による損害賠償）  
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者
は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

不正競争防止法２条（定義）  
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。  
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若
しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数
量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるよ
うな表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しく
は引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じ
て提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 

東京地判平成 4 年 5 月 27日知的裁集 24巻 2 号 412頁〔Nintendo事件〕 
 
 しかしながら、前項記載の事実によれば、原告商品に対し被告が加えた
改造が、原告商品の本件及びコントローラーのいずれにも及ぶものであり、
一台当たりの販売価格も、原告商品が一万四八〇〇円であるのに対し、被
告商品は二万二八〇〇円であり、右改造部分に相当する販売価格は八〇〇
〇円であって、原告商品の価格の約五四パーセントに及び、また被告自身
が被告商品を「高速連射可能」、「ビデオ出力端子装備」及び「ステレオ出
力端子装備」の機能を持つ「ファミコンの最終兵器」であるとして、被告
商品が原告商品の内部構造を改造したものとして売り出していたものであ
って、被告商品が原告商品と同一性のある商品であるということはできな
い。また、被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で
被告商品を販売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品
に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売
されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商
標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改
造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができない
ところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、
当該商標の持つ品質表示機能92が害されるおそれがあるとも認められる。
したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したまま
にして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものとい
うべきである。 
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図 74 参考画像(ウィキペディア フリー百科事典より) 

 

 

 

図 75 アステカ94 

                                                      
93 7 号遊技機はパチンコ店に設置されるもの、8 号遊技機はゲームセンター等に設置されるものである。 
94 株式会社ユニバーサルエンターテインメントのホームページより。「古代アステカ文明がモチーフで、

アステカ文明の中で、神とされていた太陽をイメージさせる赤色を基調としています。」 
http://www.universal-777.com/product/slot/azteca/ 

東京地判平成 14年 2 月 14日判時 1817号 143頁〔アステカ事件〕 
 
被告は，パチンコホールから７号遊技機である中古のパチンコ機やパチス
ロ機を買い取り，これに一定の改変を加えて，８号遊技機に作り替え93た
上で，ゲームセンター向けゲーム機の販売業者等に販売するという形態の
事業を行ってきた。（略）７号遊技機は，国家公安委員会規則で定められた
基準に則ったものでなければならず，かつその型式の遊技機が同法（風営
法（筆者注））や同規則に定める規格に適合している旨の検定を受けるなど，
その内容について厳しい規制の下で製造販売されているものである。原告
商品は上記のような基準に適合する７号遊技機として製造販売されている
ものであるから，原告商品の中古品を改造して８号遊技機に作り替えたも
のは，もはや原告商品と同一性を有するものとはいえず，別個の商品とい
うべきであるから，消尽論を適用する余地はない。 
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(6)小分け・再包装 

 

(a)小分け95 

 

 

 
図 76 参考画像(株式会社ハイポネックスジャパンのホームページより) 96 

 

 
図 77 マグアンプ事件概要 

                                                      
95 関連する裁判例として、福岡高判昭和 41年 3 月 4 日下刑 8 巻 3 号 371頁〔HERSHEY'S事件〕、大阪

地決昭和 51年 8 月 4 日無体集 8 巻 2 号 324頁〔STP事件〕。 
96 商標権者により各種内容量の商品が販売されている。 

大阪地判平成 6 年 2 月 24日判時 1522号 139頁〔マグアンプ事件〕 
 
当該商品が真正なものであるか否かを問わず，また，小分け等によって当
該商品の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず，商標権者が登録
商標を付して適法に拡布した商品を，その流通の過程で商標権者の許諾を
得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し，これを登録商標と同一又は類似
の商標を使用して再度流通に置くことは，商標権者が適法に指定商品と結
合された状態で転々流通に置いた登録商標を，その流通の中途で当該指定
商品から故なく剥奪抹消することにほかならず，商標権者が登録商標を指
定商品に独占的に使用する行為を妨げ，その商品標識としての機能を中途
で抹殺するものであって，商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者
の利益を害し，ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し，
需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから，当該商標権の
侵害を構成する。 
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(b)ひとまとめにして段ボール箱に再包装 

 

 

 

 
図 78 参考画像(味の素株式会社のホームページより) 

 

 

図 79 ハイミー事件検討 

 

最判昭和 46年 7 月 20日刑集 25巻 5 号 739頁〔ハイミー事件〕 
 
正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する
目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品である
ことは商標法三七条二号、七八条の罪の成立になんら影響を及ぼさないも
のであり、次に、特段の美観要素がなく、もつぱら、運搬用商品保護用で
あるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同法三七条
二号にいう「商品の包装」にあたり、また、同条号の行為は必ずしも業と
してなされることを必要としないものというべきである。したがつて、こ
れと同趣旨の原判断は、いずれも正当である。 

（侵害の罪）  
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十
七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為
を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。 
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(7)再充填 

 

 

 

図 80  RISOインクボトル事件(別紙目録 1) 

 

 

 

 

 

 

東京高判平成 16年 8 月 31日判時 1883号 87頁〔RISOインクボトル事件〕 
 
上記認定事実によれば，〔１〕被控訴人らは，顧客から使用済みの空インク
ボトルの引渡しを受けて，同形のインクボトル（引渡しを受けた当該イン
クボトルに限らない。）に被控訴人インクを充填して販売する態様の行為の
みならず，顧客が空インクボトルを提供することを前提とせず，空インク
ボトルに充填された被控訴人インクを販売する態様の行為をも行ってお
り，〔２〕被控訴人コロナは，同拓研及び多数の地域特約店を通じて，約１
５００もの顧客（販売先）と取引をしており，その取引規模は，個人的な
小規模取引のようなものとは全く異なる大規模なものであり，〔３〕被控訴
人らが被控訴人インクの販売の際に使用するパンフレット，注文書等には，
控訴人印刷機やこれに対応したインクカートリッジの名称がそのまま使用
されている反面，上記パンフレットには，「被控訴人インクが控訴人と無関
係に製造されたものである」旨のいわゆる打ち消し表示もされておらず，
むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記
載もあり，〔４〕被控訴人らが顧客に納品する，被控訴人インクの充填され
たインクボトルにも，本件登録商標が付されたままであり，いわゆる打ち
消し表示もされておらず，〔５〕被控訴人らの顧客において，実際にインク
を使用する者のみならず，購買担当者も，被控訴人インクが控訴人とは無
関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があ
り，〔６〕孔版印刷用インクについては，購入後に再譲渡されることも一般
に行われている，というのである。 
これらの事情によれば，被控訴人らの被控訴人インクの販売行為が，市場
における取引者，需要者の間に，「本件登録商標が付されたインクボトルに
充填されたインクが控訴人を出所とするものである」との誤認混同のおそ
れを生じさせていることは明らかであるから，本件登録商標は，商品（イ
ンク）の取引において出所識別機能を果たしているものであって，被控訴
人らの行為は，実質的にも本件登録商標の「使用」に該当し，本件商標権
を侵害するものというべきである。 
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(8)偽ブランド品等 

 

 

 
図 81 特許庁「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」ホームページより 
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図 82 偽ブランド品等の税関による輸入差し止め(朝日新聞デジタル 2017年 3 月 4 日) 

 

 なお、偽ブランド品等を取り扱うインターネット上のサイト等に対しては口座凍結

の措置をとることも検討の余地がある。根拠法としては「犯罪利用預金口座等に係る

資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(平成 19 年 12 月 21 日法律第 133

号）いわゆる「振り込め詐欺救済法」によることが考えられるが、法理論的には未確

立の部分を残す。金融機関が規定する普通預金規定や取引約定等に基づくことも考え

られる97。 

 

                                                      
97 棚橋祐治監=明石一秀ほか編著『ブランド管理の法実務』(三協法規出版・2013年)308頁。 
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8-2. 対応 

 

8-2-1. 救済 

 

(1)差止請求 

 

 

(2)損害賠償請求 

 

 

 

(a)過失の推定 

 商標法 39条により特許法 103条が準用される。 

 

 

 公示(商標公報、商標登録原簿)の存在に基づく。業としての使用であるから、事業

者に調査義務を課しても酷とはいえない。推定規定ではあるが、覆滅は困難である。

弁護士・弁理士の鑑定があっても覆滅しない。 

 

 

 

 

 

 

商標法３６条（差止請求権）  
商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者
又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する
ことができる。  
２   商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の
侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 

民法７０９条（不法行為による損害賠償）  
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者
は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 要件 

 ①故意又は過失   → 過失の推定 

 ②権利の侵害 

 ③生じた損害   → 損害の額の推定等 

 ④因果関係(「これによって」) → 損害の額の推定等 

特許法１０３条（過失の推定）  
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過
失があつたものと推定する。 
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(b)損害の額の推定等 

 

①商標法 38条 1 項 

 

 

 

②商標法 38条 2 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 ただし、知財高判平成 25年 2 月 1 日判時 2179号 36頁〔紙おむつ処理容器事件〕は「特許権者に，侵

害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，

特許法１０２条２項の適用が認められる」とする。 

商標法３８条（損害の額の推定等）  
商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使
用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求す
る場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したとき
は、その譲渡した商品の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）
に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売すること
ができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又
は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権
者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡
数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売す
ることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応
じた額を控除するものとする。 

 損害額＝単位利益(商標権者)×数量(侵害者)－(限度超過・控除) 

 商標権者が登録商標を付した商品を販売していること 

商標法３８条（損害の額の推定等）  
２  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は
専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を
請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けている
ときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と
推定する。 

 損害額＝利益(侵害者) 

 商標権者が登録商標を使用していること98 
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③商標法 38条 3 項 

 

 

 

(3)不当利得返還請求 

 

 

 民法 709条に基づく損害賠償請求には特許法 103条(過失の推定)・商標法 38 条(損

害の額の推定等)の規定の適用があるが、時効期間は 3 年と短い。 

 

 

 一方、民法 703条に基づく不当利得返還請求には特許法 103条(過失の推定)・商標

法 38条(損害の額の推定等)の適用はないため、通常は使用料相当額しか認められない。

しかし、時効期間は 10年と長い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
99 ただし、被告は損害不発生の抗弁を立てることができる。最判平成 9 年 3 月 11日民集 51巻 3 号 1055
頁〔小僧寿し事件〕。 

商標法３８条（損害の額の推定等）  
３  商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は
専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金
銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請
求することができる。 

 損害額(最低限度)＝登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額 

 商標権者が登録商標を使用していなくてもよい99。 

民法７０３条（不当利得の返還義務）  
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他
人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その
利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 

民法７２４条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）  
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及
び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 

民法１６７条（債権等の消滅時効）  
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。  
２  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅す
る。 
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(4)信用回復措置 

 

 商標法 39条により特許法 106条が準用される。 

 

 

 侵害品が粗悪品であった場合等に信用回復措置を請求することができる。信用回復

措置としては、新聞等の謝罪広告・テレビ等における謝罪放送・取引先への謝罪文の

配布等が考えられる。 

 

(5)刑事罰 

 

 

 

 商標権の侵害の罪は故意犯に限定されるが、少なくとも警告状送付後の侵害行為は

故意であると認められる。 

 

 

また、両罰規定(商標法 82条)の適用がある。 

 

 

 

特許法１０６条（信用回復の措置）  
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者
又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許
権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償
とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要
な措置を命ずることができる。 

商標法７８条（侵害の罪）  
商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十七条の規定に
より商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を
除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。  

商標法７８条の２ 
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する
行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

刑法３８条（故意）  
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある
場合は、この限りでない。 

商標法８２条（両罰規定）  
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
の法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。  
一   第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑  
二   第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑 
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商標権の侵害の罪は非親告罪ではあるものの検察が単独で公訴することはまれである

ので、刑事責任を追及する場合には商標権者が告訴する必要がある。 

 

8-2-2. 不使用の場合 

 

 不使用の登録商標に基づいて差止請求・損害賠償請求ができるかという問題である。

差止請求については、将来使用を開始することがありうるわけであるから、これを認

めても差し支えない。 

 一方、損害賠償請求については、商標権者の信頼が登録商標に化体しておらず保護

すべき財産的価値が蓄積されていない。したがって、損害の額の推定等に係る商標法

38条 1 項・2 項は適用されない。そこで、使用料相当額(商標法 38条 3 項)を請求する

ことになる。しかし、被告は損害不発生の抗弁を立てることができる。 

 

 

 

 

 

最判平成 9 年 3 月 11日民集 51巻 3 号 1055頁〔小僧寿し事件〕 
 
商標法三八条二項（現行法同条 3 項以下同じ。（筆者注））は、商標権者は、
故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使
用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損
害の額としてその賠償を請求することができる旨を規定する。右規定によ
れば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵
害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものである
が、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、
損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。けだ
し、商標法三八条二項は、同条一項とともに、不法行為に基づく損害賠償
請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定で
あって、損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠
償義務があるとすることは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものとい
うほかなく、同条二項の解釈として採り得ないからである。 
 商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護
するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を
図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財
産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を
第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であって
も、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標
章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明
らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていな
いというべきである。 
（略） 
そうすると、被上告人の本件商品の売上げは専ら小僧寿しチェーンの著名
性、その宣伝広告や商品の品質、被上告人標章一(１)ないし(９)、同三(１)
ないし(６)の顧客吸引力等によってもたらされたものであって、被上告人
標章二(１)(３)の使用はこれに何ら寄与していないのであるから、被上告人
の被上告人標章二(１)(３)の使用により、上告人の販売する商品の売上げに
つき損害が生じたものと認められないことはもちろん、上告人には本件商
標権につき得べかりし利益の喪失による損害も何ら生じていないというべ
きである。 
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図 83 小僧寿し事件(上告人商標、被上告人標章一(1)、二(1)、三(1) 

 

 「KOZO」標章以外は非類似とした100。「KOZO」標章は確かに侵害ではあるが、

「KOZO」標章には顧客吸引力がなく売上げに寄与していないので、実施料相当額の

損害も生じていない。 

 

8-2-3. 手順 

 

(1)自社権利の確認 

 自社の商標権が有効に存続しているか、無効理由をはらんでいないか、商標登録無

効審判や取消審判、商標権侵害訴訟における商標登録無効の抗弁(商標法 39 条により

準用される特許法 104条の 3)によって一部の指定商品又は指定役務について権利が対

世的又は相対的に消滅していないか等を確認する。 

 

 

(2)相手方の調査 

 相手方の会社概要、侵害品の内容、商標の使用態様等を調査する。侵害品・カタロ

グ・パンフレット等の入手、動画や写真の撮影、ホームページのコピー等を行う。 

 

(3)侵害の検討 

 相手方の商標の使用態様が自社の登録商標の禁止権の範囲に含まれる場合は類否判

断が必要になる。弁護士又は弁理士に鑑定を依頼するか、特許庁の判定制度を利用す

ることもできる。被請求人の存在しない判定請求も可能である。 

 

 

 直接侵害(商標法 25条・37条 1 号)に該当するか否かのみならず、侵害とみなす行為

                                                      
100 「小僧寿し」商標は不可分一体であり、「小僧」のみを取り出して上告人商標と比較することは許さ

れない。 

商標法２８条 
商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。  
２  特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を
指定して、その判定をさせなければならない。  
３  特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用
する。 

類似 

非類似 

非類似 
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(商標法 37条 2 号～8 号)に該当するか否かについても検討する。また、商標権の効力

の及ばない範囲(商標法 26条)に含まれる行為に該当するか否かについても検討を要す

る。 

 

(4)警告状の送付 

 商標権侵害の成立が確からしいとの結論を得た場合には、相手方に警告状を送付す

る101。警告状の作成は弁護士に依頼することが望ましい。また、警告状は相手方に対

して送付すべきであり、相手方の取引先に対して送付することは、商標権侵害が否定

された場合に不正競争防止法 2条 1項 15号に規定される不正競争に該当するとして損

害賠償請求を受けることになる可能性がある。 

 

 

(5)回答書の受領 

 相手方から警告書に対する回答書が送付された場合には、その内容について検討す

る。必要であれば交渉を行う。 

 

(6)訴訟の提起 

 相手方から警告書に対する回答書が送付されない場合や交渉が決裂した場合には、

訴訟の提起を検討する。商標権侵害訴訟においては、弁護士の他に弁理士が補佐人と

なったり特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士が弁護士と共同で代理人となっ

たりすることがある。 

 相手方の行為を速やかに停止させる必要がある場合には、本訴とは別に仮処分を申

請する。審理は本訴と同様であるが、数か月から半年程度で仮処分の決定を受けるこ

とができる。この決定については保全執行102も可能であり、相手方の行為を確実に停

止させることができる。一方、仮処分を申請する場合には、本訴において非侵害であ

るとの判決が出されたときに相手方の被る損害を担保するための保証金を供託する必

要がある。 

 

                                                      
101 内容証明郵便にて送付するのが一般的である。 
102 本訴における強制執行に相当。 

不正競争防止法２条（定義）  
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。  
十五   競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知
し、又は流布する行為 
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図 84 意匠・商標権侵害事件、不正競争（１号、２号、３号）事件の審理モデル103 

 

 

 

 

                                                      
103 裁判所ホームページより。http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/ 
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(7)裁判外紛争解決手続 

 訴訟以外の紛争解決手続として裁判外紛争解決手続 (ADR：Alternative Dispute 

Resolution)がある。訴訟においては、裁判官から和解を勧められることもあるが、多

くの場合に紛争の解決まで長期間を要する。そこで、仲裁・調停という裁判外紛争解

決手続が注目される。知的財産に係る紛争については、日本知的財産仲裁センター104が

仲裁・調停のサービスを提供している。 

 仲裁とは、仲裁人の判断に従う旨の仲裁合意を前提に紛争の解決を仲裁人の判断に

委ねる手続をいう。また、調停とは、調停人が和解案を示す等して和解による紛争解

決を図る手続をいう。調停の場合には、不調に終わるということもありうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
104 日本知的財産仲裁センター。 
http://www.ip-adr.gr.jp/ 
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8-2-4. 費用 

 

 ケースバイケースではあるが、数百万円は必要だと考えたほうがよい。 

 

(1)訴訟費用 

 

表 18 民事訴訟費用等に関する法律別表第 1(抜粋) 

 

 

訴額(請求額)が 1 億円の場合の手数料(印紙代) 

 （（1 億円－1000万円）÷100万円）×3000円  表 18(4)270000円 

 ＋（（1000万円－500万円）÷50万円）×2000円 表 18(3)20000円 

 ＋（（500万円－100万円）÷20万円）×1000円 表 18(2)20000円 

 ＋（100万円÷10万円）×1000円   表 18(1)10000円 

 ＝320000円 

 

証人・鑑定人等の日当・旅費等 

訴状・準備書面等の提出費用 

 

 訴訟費用は敗訴者が負担するのが通常である。 
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(2)弁護士費用 

 訴額(請求額)に応じて決定される場合が多い。訴訟費用と比較して高額である。 

 

 

 

図 85 日本弁護士連合会「中小企業のための弁護士報酬の目安」(2010年)19頁105 

 

 顧問契約がない場合とある場合のいずれにおいても①＋②又は③の費用が必要とな

る。損害賠償額の 10％程度を弁護士費用に係る損害の額として、敗訴者に支払いを命

じる場合が多い。 

 

                                                      
105 ただし、特許権侵害かつ和解の場合である。一概にはいえないが、商標権侵害の場合の方が低額とな

ることが多いと思われる。 



商標手続総論(大塚) 

 137 

 

8-3. 防護標章 

 

8-3-1. 防護標章 

 

 

 

図 86 防護標章 

 

表 19 防護標章 

 商標 

同一 類似 非類似 

商品又は

役務 

同一 商標法 25条 商標法 37条 1号前段 非侵害 

類似 商標法 37条 1 号後段 商標法 37条 1号後段 非侵害 

非類似 商標法 67条(防護標章) 非侵害 非侵害 

 

 拡張された禁止権の範囲は、指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

には及ぶものの(商標法 67条 1号)、登録防護標章に類似する商標の使用には及ばない。

しかしながら、防護標章登録を受けることができるということは登録商標の著名性を

特許庁が認めたということであって、登録防護標章に類似する商標の使用に対して不

正競争防止法 2 条 1 項 2 号の適用が容易になる。 

 

 防護標章 

 商標権の禁止権の範囲の拡張(ただし、きりがない。) 

不正競争防止法２条（定義）  
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。  
二   自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類
似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気
通信回線を通じて提供する行為 

Pansonic 

のテレビ 

Panasonic 

のチョコ 
Panasonic 

のテレビ 

Pansonic 

のチョコ 

登録商標 

(著名) 

防護標章 

(禁止権のみ) 
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 また、登録防護標章と同一の商標には後願排除効が(商標法 4 条 1 項 12号)、登録防

護標章と類似する商標には実質的な後願排除効が(商標法 4 条 1 項 15号)働く。 

 

 

8-3-2. 登録要件 

 

 

(1)著名性 

 

 

 

 

 

 

 

商標法４条（商標登録を受けることができない商標）  
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受ける
ことができない。  
十二   他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以
下同じ。）と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指
定役務について使用をするもの  
十五   他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
（第十号から前号までに掲げるものを除く。） 

商標法６４条（防護標章登録の要件）  
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示する
ものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標
に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似す
る役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商
品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあると
きは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標
章についての防護標章登録を受けることができる。  
２   商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表
示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登
録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に
類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることにより
その役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれが
あるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同
一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 

商標審査基準 第 14-2 
 
２．著名度の判断基準については、次のとおりとする。 
(1) 防護標章登録出願に係る登録商標（以下「原登録商標」という。）の使
用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実
を考慮する。 
(2) 登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。 
(3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係（生産又は販売状況等）、企業の
取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を
考察する。 
(4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかど
うかを検討する。 
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(2)混同のおそれ 

 

 

8-3-3. 防護標章登録に基づく権利 

 

(1)効力 

 

 

(2)付随性 

 

商標審査基準 第 14-3 
 
３．商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品
又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係につい
て、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。 
(1) 非類似商品との関係では、生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途
等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、
提供の用に供する物等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に
認識されること 
(2) (1)以外の場合であっても､商品又は役務の出所につき原登録商標権者
と密接な関連があるものと一般的に認識されること 

商標法６７条（侵害とみなす行為）  
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。  
一   指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用  
二   指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を
付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為  
三   指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登
録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために
所持し、又は輸入する行為  
四   指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登
録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるため
に譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは
輸入する行為  
五   指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登
録防護標章を表示する物を所持する行為  
六   指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために
登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡し
のために所持する行為  
七   指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用
をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為 

商標法６６条（防護標章登録に基づく権利の附随性）  
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。  
２   防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その
商標権に従つて移転する。  
３   防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅
する。  
４   第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場
合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防
護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の
申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標
権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行
為には、及ばない。 
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(3)更新登録出願 

 

 

 

 

                                                      
106 更新登録の申請

．．
ではない。 

商標法６５条の２（防護標章登録に基づく権利の存続期間）  
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつ
て終了する。  
２   防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願106により
更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定に
より防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限
りでない。 

商標法６５条の４ 
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の
各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をし
なければならない。  
一   その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登
録を受けることができるものでなくなつたとき。  
二   その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でな
いとき。  
２   審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をし
なければならない。 
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9. 侵害 
 

9-1. 対応 

 

9-1-1. 相手方の調査 

 

 警告状の送付を受けたときは、まず相手方の会社概要、商標権の内容を調査する。

商標権については、商標登録原簿107の写しを取り寄せる。 

 

9-1-2. 侵害の検討 

 

 自社の行為が相手方の商標権の効力の範囲に含まれるか否かの検討を行う。検討に

おいては、商標の類否判断・商品又は役務の類否判断が必要になる場合がある。弁護

士又は弁理士に鑑定を依頼するか、特許庁の判定制度を利用することもできる。 

 

 

図 87 専用権と禁止権 

 

表 20 専用権(商標法 25条)と禁止権(商標法 37条 1 号) 

 商標 

同一 類似 非類似 

商品又は

役務 

同一 商標法 25条 商標法 37条 1号前段 非侵害 

類似 商標法 37条 1 号後段 商標法 37条 1号後段 非侵害 

非類似 非侵害 非侵害 非侵害 

 

                                                      
107 商標登録原簿の見本。 
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm 

禁止権 

 

 

 

 

 

商標法 37条 1 号 

専用権 

商標法 

25条 
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商標法２５条（商標権の効力）  
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を
専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専
用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、
この限りでない。 

商標法３７条（侵害とみなす行為）  
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。  
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使
用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての
登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、そ
の商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したも
のを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為  
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当
たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する
商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又
は輸入する行為  
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当
たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する
商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、
引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行
為  
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又
はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為  
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標
又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若し
くは引渡しのために所持する行為  
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務
について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせる
ために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入
する行為  
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにの
み用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為 
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(1)専用権 

 指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利である。商標の使用

について商標法 2 条 3 項に定義規定がおかれている。 

 

表 21 商標法 2 条 3 項 

条 項 号 規定内容 対象 

2 条 3項 

1 号 標章を付する行為 商品 

2 号 譲渡等する行為 商品 

3 号 標章を付する行為 役務 

4 号 役務を提供する行為 役務 

5 号 展示する行為 役務 

6 号 役務の提供に係る物に標章を付する行為 役務 

7 号 映像面に標章を表示して役務を提供する行為 役務 

8 号 広告等に標章を付して展示等する行為 商品役務 

9 号 音の標章を発する行為 商品役務 

10号 政令委任 未定 

 

 (2)禁止権 

 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(商標法 37 条

1号前段)又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録

商標若しくはこれに類似する商標の使用(商標法 37条 1号後段)は商標権を侵害するも

のとみなされる。 

 禁止権の範囲は他人の使用を禁止することができるにとどまるのであって、商標権

者が積極的に使用をすることができるというわけではない。 
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(3)間接侵害 

 

表 22 商標法 37条 

条 項 号 規定内容 

37条  

1 号 禁止権(直接侵害) 

2 号 所持(商品)108 

3 号 所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)109 

4 号 譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供

する物)予備的110 

5 号 所持(商標を表示する物)111 

6 号 譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的112 

7 号 製造又は輸入(商標を表示する物) 

8 号 製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するため

にのみ用いる物)113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
108 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標法 2 条 3 項 2 号)。そのた

め商標法 37条 2 号においては所持のみが規定される。 
109 飲食店の食器等。 
110 商標法 37条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。 
111 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37条 2 号。 
112 商標法 37条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。 
113 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備行為のさらに予備行為。 
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(4)商標法 26条 

 商標法 26条は商標権の効力が及ばない範囲を規定する。 

 

表 23 商標法 26条 

条 項 号 規定内容 

26条 

1 項 

1 号 肖像、氏名、雅号、芸名、筆名 

2 号 (記述的商標) 

商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形

状、生産方法・時期、使用方法・時期、その他特徴、数量、価格 

3 号 (記述的商標) 

役務の普通名称、提供場所、質、提供の用に供する物、効能、用

途、態様、提供方法・時期、その他特徴、数量、価格 

4 号 慣用商標 

5 号 商品等が当然に備える特徴(政令委任) 

(立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供

する物の立体的形状、色彩又は音)) 

6 号 (商標的使用・商標としての使用) 

何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することが

できる態様により使用されていない商標 

2 項  1項 1 号の例外規定(登録後の不正競争目的) 

3 項 

1 号 (特定農林水産物等名称保護法)地理的表示を付する行為 

2 号 (特定農林水産物等名称保護法) 地理的表示を付したものを譲渡

し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又

は輸入する行為 

3 号 (特定農林水産物等名称保護法) 送り状に地理的表示を付して展

示する行為 
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(5)先使用権 

 商標登録出願時において既に周知となっている商標については、商標権の効力が及

ばない。商標権者は混同防止表示を請求することができる。商標法 32条における周知

性は商標法 4 条 1 項 10号における周知性よりも緩やかに解されている。 

 

 

(6)その他 

 

(a)真正品の並行輸入として違法性が阻却される場合 

 

(b)禁止権が制限される場合 

①回復した商標権の効力の制限(商標法 22条) 

②通常使用権(商標法 31条) 

③団体構成員等の権利(商標法 31条の 2) 

④先使用による商標の使用をする権利(商標法 32条の 2) 

⑤無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標法 33条) 

⑥特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(商標法 33条の 2・33条の 3) 

⑦特許権者等の権利行使の制限(商標法 39条により準用される特許法 104条の 3) 

⑧再審により回復した商標権の効力の制限(商標法 59条・60条) 

 

(c)専用権が制限される場合 

①専用使用権(商標法 30条) 

②他人の特許権等との関係(商標法 29条) 

③質権(商標法 34条 1 項) 

④共有に係る特許権(商標法 35条により準用される特許法 73条 2 項) 

 

 

 

商標法３２条（先使用による商標の使用をする権利）  
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商
標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若
しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結
果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二
第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用
する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定に
より、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされ
たときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にそ
の商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間
に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務につ
いてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の
使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 
２  当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をす
る権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務
に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求
することができる。 
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9-1-3. 非侵害と判断した場合 

 

(1)回答書の送付 

 非侵害と判断した場合であっても紛争に発展することを防止するとともに真摯な態

度を示すために回答書を送付する。 

 

(2)応訴の準備 

 訴訟が提起されることを想定して応訴の準備を行う。具体的には非侵害の理論的根

拠の定立や抗弁のための証拠収集等が考えられる。非侵害の理論的根拠の定立につい

ては、知的財産を専門とする大学教授に意見書の作成を依頼することもある。 

 また、相手方が訴訟を提起するそぶりを見せつつ交渉に応じない場合や自社の取引

先にも警告書を送付するような場合114には、相手方が訴訟を提起する前に自社から差

止請求権不存在確認訴訟115を提起して紛争の早期解決を図ることも検討する。 

 

9-1-4. 侵害と判断した場合 

 

(1)承服するとき 

 

(a)自社商標の変更 

 現在の自社商標の使用を停止し、相手方の登録商標と非類似の商標に自社商標を変

更する。過去の侵害行為に対する金銭の支払が必要になる。 

 

(b)自社商標の継続使用 

 相手方から通常使用権の許諾を受ける。または、相手方から商標権の譲渡を受ける。

この場合は過去の侵害に対する金銭も含めて使用料又は譲渡代金が設定されることに

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
114 訴訟の結果、非侵害であることが確定した場合には、自社の取引先に警告状を送付した相手方に対し

て不正競争防止法に基づく損害賠償の請求が可能であるときがある(不正競争防止法 2 条 1 項 15号「競

争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」)。 
115 著作権に係る紛争ではあるが、「音楽教育を守る会」は日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権料の徴

収権限がないことの確認を求める訴訟を提起した。 
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(2)対抗するとき 

 

(a)商標登録無効審判 

 

 

①無効理由 

 

表 24 商標登録の無効理由 

46条 1項 条 項 規定内容 

1 号 

3 条  商標登録の要件 

4 条 1項 商標登録を受けることができない商標 

7 条の 2 1項 地域団体商標 

8 条 

1 項 先願(異日) 

2 項 先願(協議) 

5 項 先願(くじ) 

51条 2項 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) 

52条の 2 2項 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)) 

53条 2項 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)) 

特 25条  外国人の権利の享有 

2 号   条約 

3 号 5条 5項 経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件 

4 号   商標登録出願により生じた権利を承継しない者 

5 号   (後発的無効) その商標権者が 77条 3項において準用する

特 25 条の規定により商標権を享有することができない

者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反するこ

ととなつたとき。 

6 号   (後発的無効) 4条 1 項 1 号から 3 号まで、5 号、7 号又は

16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 

7 号   (後発的無効)(地域団体商標)その商標権者が組合等に該

当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若し

くはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示す

るものとして需要者の間に広く認識されているもの若し

くは 7 条の 2 第 1 項各号に該当するものでなくなつてい

るとき。 

 

商標法４６条（商標登録の無効の審判）  
商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効に
することについて審判を請求することができる。この場合において、商標
登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又
は指定役務ごとに請求することができる。 
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②後発的無効 

 

表 25 商標法 4 条 1 項(グレーは後発的無効理由となりうるもの) 

条 項 号 規定内容 

4 条 1項 

1 号 (公益)国旗等 

2 号 (公益)パリ条約の同盟国等の記章 

3 号 (公益)国際機関を表示する標章 

4 号 (公益)赤十字の標章等 

5 号 (公益)監督用又は証明用の印章又は記号 

6 号 (公益)国等を表示する標章 

7 号 (公益)公序良俗を害するおそれがある商標 

8 号 (私益)(両時判断)他人の肖像等を含む商標 

9 号 (公益)博覧会等の賞と同一又は類似の標章 

10号 (私益)(両時判断)他人の周知商標 

11号 (私益)他人の登録商標 

12号 (私益)他人の登録防護標章 

13号 (削除)消滅後 1 年以内の他人の商標 

14号 (私益)品種の名称等 

15号 (私益)(両時判断)混同を生ずるおそれがある商標 

16号 (公益)品質等の誤認を生ずるおそれがある商標 

17号 (私益)(両時判断)ぶどう酒等の産地を表示する標章 

18号 (公益)機能を確保するために不可欠な立体的形状 

19号 (私益)(両時判断)不正の目的をもって使用をするもの 

 

 商標法 8 条 1 項は、登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理

由ではない。審査では商標法 4 条 1 項 11号(他人の登録商標)で拒絶するため。 

 商標法 6 条(一商標一出願)は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由、商標登

録の無効理由ではない。形式的瑕疵に過ぎないため。 

 後発的無効理由は、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由、登録異議の申立て理

由ではない。後発的無効であるため。 
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③除斥期間(設定登録の日から 5 年) 

 

表 26 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの) 

46条 1項 条 項 規定内容 

1 号 

3 条  商標登録の要件 

4 条 1項 商標登録を受けることができない商標 

(8 号、10号から 15号まで、17号。ただし、10号、17号

については不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除

く。15号については不正の目的で商標登録を受けた場合

を除く。) 

7 条の 2 1項 地域団体商標 

(ただし、需要者の間に広く認識されているものでない場

合を除く。) 

8 条 

1 項 先願(異日) 

2 項 先願(協議) 

5 項 先願(くじ) 

4 号   商標登録出願により生じた権利を承継しない者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標法４６条の２ 
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから
存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から
第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審
決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号ま
でに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。  
２   前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第
七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商
標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたもの
とみなす。 
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④手続 

 

 

図 88 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26年度」58頁) 

 

 審判請求は、指定商品又は指定役務ごとにすることもできる。 
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図 89 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26年度」59頁) 
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図 90 法定の答弁機会 (特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26年度」101頁) 
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(b)取消審判 

 商標登録無効審判において、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、

原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。これに対して、取消

審判において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は審判の

請求の日(不使用取消審判)または、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定後消滅す

る。 

 したがって、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、相手方からの差

止請求を免れることはできるが損害賠償請求は免れることができない。 

 

表 27 当事者系審判 

条 規定内容 

46条 商標登録の無効の審判(商標登録無効審判) 

50条 商標登録の取消しの審判(不使用取消審判) 

51条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) 

52条の 2 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)) 

53条 商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)) 

53条の 2 商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)) 

 

(c)商標登録無効の抗弁(商標法 39条により準用される特許法 104条の 3) 

 訴訟の中において相手方の商標権が無効であることを主張することができる。 

 

 

 

特許法１０４条の３（特許権者等の権利行使の制限）  
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審
判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により
無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、
相手方に対しその権利を行使することができない。 
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